
20

第
４
章

基
本
目
標
１

第４章
　施策の方針と主な取組
基本目標１　いしかわに誇りと愛着を持ち、世界と地域に貢献する人材を育成します

《 施策の方針 》

　１－１　ふるさと石川に対する誇りと愛着の醸成　
・　ふるさと石川に関する教材の活用推進
・　石川の文化や風土、産業などを活かしたふるさと教育の推進
・　地域と連携したふるさと体験学習の推進
・　子供が伝統文化・芸術に触れる機会の充実【後掲】
・　学校における文化活動の充実【後掲】

　１－２　地域の活性化に貢献できる人材の育成　
・　地域社会の一員として主体的に参画する態度の育成
・　地域に活力を与える企画力を備えた人材の育成
・　地元企業と連携した地域産業を支える人材の育成
・　県内の企業等と連携したキャリア教育の推進
・　時代のニーズに応じた職業教育の充実【後掲】

　１－３　イノベーションを担う人材の育成　
・　科学への関心を高める取組の推進
・　科学的スキルの獲得に向けた取組の推進
・　新たな価値を創造するクリエイティブな力の育成
・　情報活用能力の育成【後掲】
・　大学や企業等と連携した最先端の知識・技能の習得【後掲】

　１－４　グローバル人材の育成　
・　幅広い教養や国際的な視野の獲得
・　実践的な英語コミュニケーション能力の育成
・　小・中・高等学校を通じた英語教育の充実
・　金沢大学との連携などによる教員の英語力と指導力の向上
・　留学生や海外の学校との交流活動の推進
・　海外留学の促進
・　大学コンソーシアム石川等によるグローバル人材の育成【後掲】

　１－５　地元の企業や大学と連携した人材の育成　
・　大学や企業等と連携した最先端の知識・技能の習得
・　地元企業と連携した地域産業を支える人材の育成【再掲】
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いしかわに誇りと愛着を持ち、
世界と地域に貢献する人材を育成します

ふるさと石川に対する誇りと愛着の醸成
 ◎ 現状と課題

⃝　本県ではこれまでに、「ふるさと」である石川県に関する教材を独自に作成し、学校の授業において
効果的に活用するなど、ふるさと教育の充実を図ってきました。また、生涯学習センターにおいては、
「ふるさとモット学び塾」を開講し、県民一人一人に、ふるさと石川の魅力を深く学ぶ機会を提供してき
ました。

⃝　本格的な人口減少時代の到来による地方創生に向けた動きが進む中、地域の活性化を実現するため
には、地域の人々が、郷土に対する誇りと愛着を礎に、地域の発展に貢献する態度を育むことが大切で
す。
　　このため、いしかわの自然、歴史、伝統文化、産業に関する学びを通して、ふるさとの素晴らしさを理
解し、ふるさとを愛する心や誇りに思う心を育む教育の推進が求められています。

 ⿔ 主な取組

◆　ふるさと石川に関する教材の活用推進
　郷土に対する誇りと愛着を持ち、将来、主体的に地域の活性化に貢献できる人材を育てるため、小
中学校においては、いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ　道徳いしかわ」や映像資料集、高等学
校においては、石川版教科書「ふるさと石川」を授業で活用し、ふるさと教育を推進します。

いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ　道徳いしかわ」 石川版教科書「ふるさと石川」

基本目標
1

施策の方針 1-1
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◆　石川の文化や風土、産業などを活かしたふるさと教育の推進
・　地域の偉人や文化などについて、子供たちが主体的に学ぶ活動を、学校の教育活動の様々な場面で
積極的に取り入れます。

・　風土や文化、産業、歴史など、地域に関する豊富な経験や知識を持つ地域の人々の協力を得なが
ら、本県固有の教育資源を活かしたふるさと教育を推進します。

◆　地域と連携したふるさと体験学習の推進
　幅広い年齢の人々が、本県の文化や歴史、自然等について知識を深めることができるよう、生涯学
習センター主催の「ふるさとモット学び塾」を県内全域で実施するほか、現地に赴いて直接体験する
訪問型講座や小中学生を対象に金沢城など郷土を代表するテーマを深く掘り下げて学ぶ「子どもふる
さと博士講座」を実施するなど、ふるさと体験学習の充実を図ります。

◆　子供が伝統文化・芸術に触れる機会の充実【後掲】
（施策の方針３－５「文化・芸術活動を通した豊かな感性の育成」に記載）

◆　学校における文化活動の充実【後掲】
（施策の方針３－５「文化・芸術活動を通した豊かな感性の育成」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値（R7）

全国学力・学習状況調査（または県基礎学力調査）で「地域
の行事に参加している」と回答した児童生徒の割合

小学校 ８１.８％
　　(R1) ８５％

中学校 ５８.２％
　　(R1) ６５％

「ふるさとモット学び塾」パンフレット
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地域の活性化に貢献できる人材の育成
 ◎ 現状と課題

⃝　本県では、実社会で求められる企画力やチャレンジ精神を養う「産業界等と連携した専門人材の育成
事業」や、「総合的な探究の時間」等において地域の課題を学び、その解決に向けて主体的に活動する
地域をフィールドとした社会学習などにより、社会に貢献するために必要な資質・能力の育成に取り組
んできました。

⃝　人口減少が進行する中、「第２期いしかわ創生総合戦略」においても、石川への人の流れをつくる社会
減対策として、企業の多様な人材ニーズに応じた産業人材の確保・育成への支援や、地域企業と連携し
た＊キャリア教育の推進などに取り組んでいます。

⃝　地方創生の観点からも、地域社会を支える人づくりは、ますます重要となっており、地域社会の一員
として主体的に参加する態度や地域に活力を与える企画力を備えた、地域の活性化に貢献できる人材
の育成が求められています。

⃝　また、社会が急速に変化する中、企業は新しい人材に即戦力を求めており、高校生が卒業後に社会で
求められる役割が変化しています。このため、社会というリアルな場面で探究し企画する活動や、地域社
会に参画する活動など、生徒が主体的に学び取っていく学習を学校全体で組織的に実現する必要があ
ります。

 ⿔ 主な取組

◆　地域社会の一員として主体的に参画する態度の育成
　石川の産業・文化・自然を学ぶ授業や、「おもてなし」の精神を学ぶ授業、地域をフィールドとした社
会学習などを、広く地域の人々や地元企業などの協力を得ながら推し進め、地域と関わることで、社
会の一員として主体的に参画し貢献する意識や態度を養います。

◆　地域に活力を与える企画力を備えた人材の育成
　教科の専門性を高めるロボット製作や商品企画開発
などに、生徒が主体的に取り組む「産業界等と連携した
専門人材の育成事業」など、先進的かつ実践的な学習
活動を通じて、企画力やチャレンジ精神、コミュニケー
ション能力を持ち、地域社会の活性化に主体的に寄与
することのできる人材の育成を図ります。

産業界等と連携した専門人材の育成事業
「小水力発電機の実験」

施策の方針 1-2
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◆　地元企業と連携した地域産業を支える人材の育成
　普通高校における県内企業訪問や研究者の講演、専門高校等における地元企業等と連携した商品
開発や地域資源の活用など先進的な教育活動、幅広い産業分野で企業等と連携した企業実習の実施
など、地元企業と連携した取組を通して、産業界が求める「自らの考えや判断で直面する課題をより良
く解決する力」を育成します。

◆　県内の企業等と連携したキャリア教育の推進
・　県内の企業等の優れた研究に触れ、県内で活躍する若手の企業人から話を聞く「ふるさとに学ぶク
リエイティブ人材育成事業」などを実施し、地元企業の協力のもと、地域に誇りを持ち、地域を大切に
する人材を育成するとともに、大学等を卒業後、県内就職を積極的に考える人材の育成を図ります。

・　就職を希望する高校生に対して県内企業が
仕事内容や魅力をＰＲする「企業ガイダンス」
や、県外の大学等に進学する生徒に対し石川で
の仕事や暮らし、進学について考える契機とな
る「いしかわふるさとセミナー」を開催するほ
か、県内企業経営者が生き方やものの見方につ
いて直接語りかける企業人ＤＶＤの活用などの
取組を通して、地域社会を支える人材づくりに
努めます。

◆　時代のニーズに応じた職業教育の充実【後掲】
（施策の方針２－４「キャリア教育・職業教育の充実」に記載）

基
本
目
標
１

「企業ガイダンス」の様子
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イノベーションを担う人材の育成
 ◎ 現状と課題

⃝　産業界で必要な専門知識や技術が高度化し、従来の産業分類を超えた複合的な産業が急速に発展し
ています。このような状況にあっては、既存の見方や考え方にこだわらず独創性を持って新たな価値を
創出する力や、自ら進んで科学的に課題へ取り組む姿勢を備えた人材の育成が求められています。

⃝　本県ではこれまで、将来の我が国を牽引する優れた才能や個性を有する生徒を支えるため、＊スーパー
サイエンスハイスクール（ＳＳＨ）や＊いしかわニュースーパーハイスクール（ＮＳＨ）において、先進的な
教育を受ける機会を提供するとともに、「＊石川県中学生サイエンスチャレンジ」や、「＊いしかわ高校科
学グランプリ」などを通して、科学の面白さや奥深さに触れる体験活動を実施してきました。

⃝　一方、＊全国学力・学習状況調査によると、「理科の勉強が好きだ」という児童生徒の割合は、中学生
になると低下する傾向が見られ、高校生においても、科学オリンピック等へ参加する生徒は、限られた一
部の生徒に留まっているなど、優れた素質を持つ子供たちの更なる能力伸長や、科学好きの子供たちの
裾野拡大の面などについて、依然として課題があります。

⃝　物理や生物など７分野の科学オリンピックへの生徒の参加を促すとともに、知的好奇心・探究心に応
じた学習機会を提供することが大切です。

 ⿔ 主な取組

◆　科学への関心を高める取組の推進
・　中学生が互いに協力しながら科学の原理や法則を用いた
ものづくりに挑戦し、科学的な思考力や論理的な表現力を
競い合う「＊石川県中学生サイエンスチャレンジ」などを実施
し、科学に対する興味・関心をより一層高めます。

・　県内の科学好きの高校生が一堂に会する「＊いしかわ高校
科学グランプリ」を開催し、生徒の競い合う場を設けること
で、科学好きの裾野を広げるとともに、トップ層の応用力や
実践力を伸ばし、科学教育のレベルアップを図ります。

石川県中学生サイエンスチャレンジ

施策の方針 1-3
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◆　科学的スキルの獲得に向けた取組の推進
・　＊スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）等で
先進的な教育を推進するとともに、大学等が実施す
る＊グローバルサイエンスキャンパスなどを通じて、
優れた才能や個性を有する生徒に対してハイレベル
な学習機会や切磋琢磨する場を提供します。

・　大学や研究機関、企業等との連携、最先端の科学
実験や大学の研究者による講義などを通じて、最先
端の科学分野で活躍しようとする意欲を喚起し、将
来、国内のみならず国際的に科学技術系分野を牽引
することができる人材を育成します。

・　科学オリンピックへの参加を推進するとともに、「科学の甲子園全国大会」に向けて大学教授等の
指導を受ける機会を設けることで、学校の垣根を越えて生徒同士が切磋琢磨できる環境を整備しま
す。

◆　新たな価値を創造するクリエイティブな力の育成
　社会の変化や産業の動向等に対応するため、企業や大学等の先進的な事業や傑出した研究に触れ
ることなどを通じて、里山里海、伝統工芸、食文化など様々な分野に関して、新たな提案を自ら進んで
行うクリエイティブな力を持った人材の育成を図ります。

◆　情報活用能力の育成【後掲】
（施策の方針２－１「確かな学力の育成」に記載）

◆　大学や企業等と連携した最先端の知識・技能の習得【後掲】
（施策の方針１－５「地元の企業や大学と連携した人材の育成」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値（R7）

全国学力・学習状況調査(または県基礎学力調査)で「理科
の勉強は好きだ」と回答した児童生徒の割合

小学校 ８２.８％
　　(R1) ９０％

中学校 ･６７.８％
　　(R1) ７５％

国際科学技術コンテストの科学オリンピックへの参加者数 ･２８３人
　　(R1) ４００人

スーパーサイエンスハイスクールでの科学実験
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グローバル人材の育成
 ◎ 現状と課題

⃝　グローバル化が加速する中にあって、国際共通語である英語力の向上は極めて重要であり、英語の
基礎的・基本的な知識・技能と、それらを活用して主体的に課題を解決するために必要な思考力・判断
力・表現力等の育成が不可欠となっています。

⃝　また、ふるさとへの深い理解や愛着はもとより、日本の歴史と文化に対する深い教養を前提に、個人
や社会の多様性を尊重しつつ、新しい価値を創造し、他者と協働する能力も必要とされていることか
ら、英語によるコミュニケーション能力はもとより、文化の異なる人々の多様性を受容し、幅広い教養
や視野を身に付けたグローバル人材の育成が求められています。

⃝　これまで、多様な文化に対する理解や国際交流を推進するとともに、実践的な外国語教育の充実に
努めてきましたが、海外留学する生徒の数は年間数名程度と少なく、また生徒の英語力においても、依
然として「話すこと」「書くこと」を中心に課題がある状況です。

⃝　英語教育において、「聞くこと」「読むこと」「話すこと［やり取り］」「話すこと［発表］」「書くこと」の
４技能５領域をバランスよく育成するためには、英語学習の初期段階から一貫した指導が必要であり、
小学校段階における英語教育の早期化・教科化も踏まえ、小・中・高等学校の各段階を通じた英語教育
の充実により、児童生徒の英語力の向上が課題となっています。

 ⿔ 主な取組

◆　幅広い教養や国際的な視野の獲得
　県が指定する＊いしかわニュースーパーハイスクール（ＮＳＨ）等において、大学教授等による指導や
グローバル企業と連携したフィールドワークなど、実践的な課題研究を行う探究型の学習を通して、
社会に対する高い関心、深い教養、コミュニケーション能力、問題解決力等を身に付けさせ、将来、国
際的に活躍できるグローバル・リーダーを育成します。

◆　実践的な英語コミュニケーション能力の育成
・　商業系高等学校において、英語でのコミュニケーション能力や異文化理解などの国際感覚を育成
するため、地域の観光資源を活かし、英語での模擬観光案内などを実施することにより、実践的な英
語力を育みます。

・　多国籍な環境で仕事を経験し、より実践的な英語力を身に付けるため、専門高校生が県内企業の
海外事業所などで実習体験を行う、海外インターンシップの実施を検討します。

施策の方針 1-4
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◆　小・中・高等学校を通じた英語教育の充実
・･小学校では、中学年で「聞くこと」「話すこと［やり取
り］」「話すこと［発表］」を中心とした外国語活動を
通じて英語に慣れ親しみ、学習への動機付けを高めた
うえで、高学年から発達の段階に応じて段階的に文字
を「読むこと」「書くこと」を加えた４技能５領域を総
合的・系統的に扱う教科学習の充実に取り組むととも
に、中学校への円滑な接続を図ります。

・　中学校では、授業を英語で行うことを基本とするとともに、小学校での学びを踏まえ、５つの領域
の言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケー
ションを図る資質・能力を育成します。

・　高等学校では、授業を英語で行うことを基本とするとともに、コミュニケーションを行う目的や場
面、状況などに応じて、日常的な話題や社会的な話題について、外国語で情報や考えなどを的確に理
解したり適切に伝えたりできるコミュニケーション能力を養います。

◆　金沢大学との連携などによる教員の英語力と指導力の向上
・　金沢大学の教授による指導法や評価法の改善に向けた指導・助言により、新＊学習指導要領に適切
に対応できるよう、教員の指導力向上を図ります。

・　大学や外部専門機関と連携した研修において、外国人講師による実践的な演習などを実施し、４つ
の技能をバランスよく育成するための指導力の向上を図ります。

・　中学・高等学校における英語による授業を推進するため、英語担当教員の英語力の向上を図りま
す。

◆　留学生や海外の学校との交流活動の推進
・　留学生や海外の学校との交流や海外研修などを通じて、異文化と直接触れ合い、意見を交換する
機会を設けます。

・　海外の高等学校との学術的な交流を行い、単なる文化交流ではなく、教科・専門の学習につながる
内容での交流を推進します。　

◆　海外留学の促進
　文部科学省の「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」日本代表プログラム高校生コースを活用した長期・短期
留学プログラムを各学校に周知徹底するなど、海外留学を希望する高校生の海外留学の促進を図り
ます。

◆　大学コンソーシアム石川等によるグローバル人材の育成【後掲】
（施策の方針５－１「高等教育機関の｢学び｣の環境の充実」に記載）

小学校での英語教育の様子
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 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値（R7）

中学生で英語検定３級程度以上、高校生で英語検定準２級
程度以上の英語力を有する生徒の割合

中学校 ４８.８％
　　(R1) ６０％

高等学校 ･４９.２％
　　(R1) ６０％
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標
１

地元の企業や大学と連携した人材の育成
 ◎ 現状と課題

⃝　本県には、高い技術力により特定の分野でシェアトップを誇る、いわゆるニッチトップ企業が８０社程
度存在しており、全国的にみてもニッチトップ企業が集積しています。
　　また、大学等の高等教育機関の数も多く、人口当たりの高等教育機関数は全国第２位、学生数は全国
第３位となっています。

⃝　このような、ものづくり産業や高等教育機関の集積などの本県の強みを最大限に活かし、地元の企業
や大学と連携し、地域の活性化に貢献できる人材やイノベーションを担う人材の育成に取り組む必要が
あります。

 ⿔ 主な取組

◆　大学や企業等と連携した最先端の知識・技能の習得　
　国の指定を受けた＊スーパーサイエンス
ハイスクール（ＳＳＨ）、県独自の＊いしかわ
ニュースーパーハイスクール（ＮＳＨ）におい
て、県内外の高等教育機関やグローバル企
業と連携し、大学の教授による講演会やＩＣ
Ｔを活用した遠隔授業、生徒が大学や企業
などに出向いての講義や実習など、最先端
の知識や研究に直接触れることができる教
育活動を展開します。

◆　地元企業と連携した地域産業を支える人材の育成【再掲】
（施策の方針１－２「地域の活性化に貢献できる人材の育成」に記載）

スーパーサイエンスハイスクールでの大学における実験

施策の方針 1-5
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第
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章
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標
２

基本目標２　学力を高め、社会の変化に対応できる資質･能力を育成します

《 施策の方針 》
　２－１　確かな学力の育成　
・　「いしかわ学びの指針１２か条（学びの１２か条＋

プラス
）」の推進

・　学力調査等による現状把握と指導法の改善
・　県立高校「学力スタンダード」による学力の質の確保
・　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進
・　情報活用能力の育成
・　プログラミング教育の充実
・　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を踏まえた学習活動の充実
・　探究型学習の推進
・　高等学校の特色に応じた取組の充実
・　きめ細かな指導体制の充実
・　読書活動の推進
・　新聞を活用した授業の推進

　２－２　ＧＩＧＡスクール構想の実現による学びの質の向上　
・　ＩＣＴを活用した授業の推進
・　教員のＩＣＴ活用指導力の向上
・　情報活用能力の育成【再掲】
・　臨時休業時におけるオンライン学習による学びの保障【後掲】
・　ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境等の整備【後掲】

　２－３　コミュニケーション能力など実社会で必要とされる資質・能力の育成　
・　集団や社会の一員としてのコミュニケーション能力の育成
・　主権者として社会に参画する力の育成
・　消費者教育の推進
・　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進【再掲】
・　情報活用能力の育成【再掲】

　２－４　キャリア教育・職業教育の充実　
・　発達の段階に応じたキャリア教育の推進
・　職場体験、インターンシップ等の体験活動の充実
・　時代のニーズに応じた職業教育の充実
・　県内の企業等と連携したキャリア教育の推進【再掲】
・　産業構造や技術革新に対応できる高等学校の環境整備【後掲】

　２－５　幼児教育の充実　
・　幼児期の特性を踏まえた教育の推進
・　幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との連携強化
・　幼稚園教諭・保育士・保育教諭の研修の充実
・　乳幼児教育・保育実践に係る研究活動の支援

　２－６　特別支援教育の充実　
・　インクルーシブ教育システムの構築
・　特別支援学校の教育・機能の充実
・　いしかわ特別支援学校及び明和特別支援学校の教育環境の向上
・　小中学校等における障害のある児童生徒への指導・支援の充実

　２－７　特別な教育的支援が必要な児童生徒に対するサポートの充実　
・　小・中・高等学校における支援体制の充実
・　小・中・高等学校における発達障害等に対する専門性の向上
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学力を高め、社会の変化に対応できる
資質･能力を育成します

確かな学力の育成
 ◎ 現状と課題

⃝　本県では、平成２３年に学力向上に向けた中長期的指針である「いしかわ学びの指針１２か条」を策
定、平成２８年には学力向上の課題や今後の教育の動向を踏まえ、これを改訂し、「学びの１２か条＋

プラス
」

として更に進化した指針を示すとともに、授業実践の参考となる具体的な指導法や指導事例、評価問題
等を示した「いしかわ学力向上プログラム」を作成するなど、小中学生の＊確かな学力の育成に取り組ん
できました。　

⃝　その結果、小中学生の学力は、＊全国学力・学習状況調査において、基礎的・基本的な知識・技能は概
ね良好であり、活用に関する力も近年伸びが見られるなど、全国上位の平均正答率を維持しています。
　　しかしながら、学校間や地域間、年度毎で児童生徒の学力の定着状況にばらつきが見られるため、学
校や市町において、学力向上対策を組織的に推進できる体制づくりが必要です。

⃝　高等学校においては、平成２７年３月に策定した「高等学校『学びの力』向上アクションプラン」に基
づき、各学校において目指す生徒像に応じて指導計画書（学力スタンダード）を策定し、生徒、教員の共
通理解のもと、生徒の学習意欲の喚起と、教員の組織的な学習指導に取り組むこととしています。

⃝　また、児童生徒に、知識・技能はもとより、自ら課題を見付け主体的に判断し、多様な人々と協働しな
がらその解決に向けて粘り強く取り組むことができる資質・能力を、小・中・高等学校を通じて身に付け
させることが重要です。
　　このため、課題の発見と解決に向けて主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を推進すると
ともに、学びの成果として児童生徒に「どういった力が身に付いたか」に関する学習評価の在り方やそ
の評価方法等を改善・充実させる必要があります。

⃝　社会の情報化が急速に進展していく中で、子供たちが情報を主体的に選択・収集し、コンピュータや
情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用していくための基礎的な資質「情報活用能力」を身
に付け、情報社会の進展に主体的に対応していくことがますます重要になっており、学校においても、情
報化への対応が強く求められています。

⃝　＊学習指導要領では、小学校においてプログラミング教育が必修化され、中学校では、技術・家庭科
（技術分野）においてプログラミングに関する内容が充実され、高等学校では全ての生徒が必ず履修す
る「情報Ⅰ」が新設されるなど、プログラミング教育の充実が求められています。

⃝　新しい＊学習指導要領において、高等学校では、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に
変更され、小中学校における総合的な学習の時間の取組の成果を生かしつつ、より探究的な活動を重
視することが求められています。　

⃝　読書は、言語に関する能力の育成や、人間形成や情操の涵養に重要な役割を果たしています。このた
め、学校図書館ボランティアの積極的な活用や、学校図書館を活用した指導の充実などにより、引き続
き、読書活動を推進する必要があります。

基本目標
2

施策の方針 2-1
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主な取組

◆　「いしかわ学びの指針１２か条（学びの１２か条＋
プラス

）」の推進
　小中学校において「いしかわ学びの指針１２か条（学びの１２か条＋

プラス
）」を推進し、児童生徒の学力

向上に努めます。

①･「活用力を高める授業づくり」については、主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善を
行い、多様な観点から考察する力や自ら課題を発見し、主体的・協働的に課題を解決する力などの
育成を図ります。

②･「学力・学習を支える基盤づくり」については、適切に聞く・話す指導や学び合い活動等を充実さ
せ、多様性を尊重する態度や互いのよさを生かして協働する力を育成するとともに、主体的な問題
解決に向けたＩＣＴの効果的活用等を進めます。また、家庭や地域との情報共有・連携を一層進め、
学習習慣の更なる定着と質的な充実を図ります。

③･「指導改善を進める体制づくり」については、学校研究や授業研究の活性化を通して、指導方法の
工夫・改善とともに教科等の専門性を高める研修体制を整え、目標を共有した組織的・持続的な推
進体制の確立を進めます。

いしかわ学びの指針１２か条（学びの１２か条＋
プラス

）

活用力を高める授業づくり
①　物事を多様な観点から考察する力の育成
②　自ら課題を発見し、主体的・協働的に課題を解決する力の育成
③　根拠や筋道を明確に表現する力の育成

学力・学習を支える基盤づくり
④　目的や状況・相手に応じて「聞く」「話す」態度・姿勢の醸成
⑤　目的や条件に応じて｢書く｣、必要な情報を｢読む｣態度・姿勢の醸成
⑥　よりよい解決に向かうための質の高い学び合いのプロセスの重視
⑦　主体的な問題解決のための効果的なＩＣＴ活用の促進
⑧　よりよい学習習慣・生活習慣の定着
⑨　家族や地域の人々とのコミュニケーションを促進し、家庭・地域・社会と結び付いた学
びの推進

指導改善を進める体制づくり
⑩　学力と指導力を持続的・継続的に高める組織づくりの推進
⑪　現状把握に基づき、取組の実施・評価・改善を図る指導体制の確立
⑫　保護者・地域との積極的な情報共有・連携の推進
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◆　学力調査等による現状把握と指導法の改善
・　国や県が実施する学力や学習状況に関する調査の結果分析を活用し、＊学力の三要素とともに、こ
れからの時代に求められる資質・能力を育む授業の工夫・改善や教育課程の編成・実施を図ります。　　

・　金沢大学との連携により、児童生徒の学力の現状を的確に把握・分析し、目標達成に向けたきめ細
かな指導の充実を図ります。

・　学力調査を活用した学力向上ＰＤＣＡサイクルを確立するとともに、教科横断的に教育課程の工
夫・改善を図るなど、「目標の共有」「分業（効率化）」「継続」を視点とし、一つ一つの過程を改善し、
学校の組織及び運営を継続的に見直していくことができる指導体制の確立を図ります。

◆　県立高校「学力スタンダード」による学力の質の確保
　目指す生徒像の実現に向けた授業づくりの行動指針を、各県立高等学校で学習指導方針（スクール
ポリシー）として策定し、その方針を基に作成された、学校の軸となる科目について指導計画書（学力
スタンダード）により、＊学習指導要領の内容項目ごとの到達目標、指導の手立て、教科で育む資質・
能力を共有化し、生徒一人一人の学力の質の確保と向上を図ります。

◆　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進
・　子供たちが、学習の見通しを持って粘り強く取り組み、学習したことを振り返って次につなげる「主
体的な学び」、協働や対話を通じて考えを広げ深める「対話的な学び」、知識を相互に関連付けてより
深く理解することや問題を見いだし解決策を考える「深い学び」といった３つの視点からの授業改善
を推進します。

・　教員が、児童生徒に「どういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉えるとともに、児
童生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするために、学習評価の
在り方や教育課程、学習・指導方法の改善について取り組みます。

主体的・対話的で深い、学びの実現に向けた授業改善
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◆　情報活用能力の育成
・　児童生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む）等の学習の基盤と
なる資質・能力を育成するため、各教科等の特性を生かした学習活動を充実します。

・　各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環
境を整え、これらを適切に活用した学習活動を充実します。

・　携帯電話・スマートフォンやＳＮＳが急速に普及し、それらの利用に伴う犯罪被害等も生じているこ
とから、情報モラルを身に付けさせるための指導内容や学習活動を充実します。

◆　プログラミング教育の充実
・　小学校では、各教科等の特質に応じて、児童がコンピュータで文字入力するなどの学習の基盤とし
て必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動や、プログラミングを体験しなが
らコンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動
を充実します。

・　中学校では、小学校プログラミング教育が必修化されたことなどを踏まえ、技術・家庭科（技術分
野）において、プログラミング、情報セキュリティに関する学習活動を充実します。

・　高等学校では、情報科の共通必履修科目「情報Ⅰ」において、全ての生徒がプログラミングのほか、
情報セキュリティを含むネットワークやデータベースの基礎等について学習活動を充実します。

・　プログラミング教育の授業づくりについて具体的に学び、ねらいを実現する授業構想力を身に付け
るため、地元産業界や大学等と連携して研修等を実施し、教員の実践的な指導力の向上を図っていき
ます。

◆　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を踏まえた学習活動の充実
　国際連合の＊持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を踏まえ、現代社会における様々な地球規模の問題
を、自らの問題として主体的に捉え、身近なところから取り組み、持続可能な社会づくりに関わる問題
を見いだしたり、解決したりする学習活動の充実に努めます。

◆　探究型学習の推進
・　「探究の見方・考え方」を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方
を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力の育成を目指します。そのため、
高等学校においては、学校同士の連携した研究・実践の推進、大学教授等の指導・助言などを通し
て、生徒が主体的に探究できるよう指導法や評価法の改善を図るとともに、現代の諸課題や地域の
特色に応じた課題を設定し、工夫しながら授業を行います。

・　これからの社会の中で生きていくために必要な力の育成に向け、各教科での学習を実社会での課
題解決に生かしていくための教科横断的な教育である＊ＳＴＥＡＭ教育により、具体的な社会課題と
紐付けながら学習する活動の充実を図ります。
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◆　高等学校の特色に応じた取組の充実
・　生徒や保護者、地域のニーズに応えられる学校となるよう、それぞれの学校の規模や学科、所在地
等の特徴に応じた学校づくりをより一層充実させていきます。

・　幅広い教育ニーズへの対応を求められる小規模の高等学校においては、教員の授業力を一層高め、
生徒の意欲を引き出し、進路実現を図るために、地域との連携や学校間の連携を強化し、地元に愛さ
れ、必要とされる学校づくりを目指すとともに、地域を支える人材の育成を図ります。

・　定時制・通信制高等学校においては、働きながら学ぶ生徒を支援する従来からの教育に加え、様々
な学習歴や生活スタイルを持つ生徒に学習の機会を提供する場として、単位制のメリットを十分に生
かすとともに、学校間の連携や生徒の実態に応じた指導法の工夫・改善などにより教育内容の充実に
努めます。

◆　きめ細かな指導体制の充実
・　児童生徒に対してきめ細かな指導を実現するため、少人数指導や習熟度別指導、補充的指導など
「個に応じた指導」の充実に努めます。

・　現在、国において、教科指導の専門性を持った教員によるきめ細かな指導の充実のため、＊小学校
高学年からの教科担任制を本格的に導入することが検討されており、国の動向を注視しつつ、必要と
される指導体制について検討を進めます。

・　学習指導や生徒指導など学校が抱える課題に対して、退職教員や専門性を有する地域人材を非常
勤講師として学校に配置し、学校の教育力の維持向上を図ります。

◆　読書活動の推進
・　小中学校においては、児童生徒が読書習慣を身に付け、読書の幅を広げられるよう、毎月２３日の
「いしかわ学校読書の日」を中心に、学校図書館ボランティアを活用した読み聞かせ、ブックトーク、
児童生徒が相互に図書を紹介する取組など、多様な読書活動を推進するとともに、他の図書館や家
庭などとの連携を図りながら、発達の段階に応じた読書活動
を推進します。

・　高等学校においては、学校図書館と公立図書館・ボランティ
ア・ＰＴＡ等が連携することにより、生徒が図書に触れ、学習に
おける活用が積極的に行われるよう環境整備を推進します。

・　特別支援学校においては、障害のある児童生徒一人一人の
障害の状況に応じて、点字図書、音声図書等の活用を図り、児
童生徒の主体的な学習を支援するとともに、学校図書館ボラン
ティアを活用した読み聞かせなど、発達段階に応じた多様な
読書活動を推進します。

いしかわ学校読書の日ポスター
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・　県立図書館では、学校図書館支援サービスとして、図書のセット貸出をはじめ、＊レファレンスへの
回答、情報提供などを通して、児童生徒の読書活動を支援します。

◆　新聞を活用した授業の推進
　児童生徒が現代の諸課題について多面的・多角的に考察し、地域や国内外の出来事に関心をもち、
多様な視点から考えを深める力や主権者としての資質・能力、多様性を尊重する心を育むために新聞
を活用した授業の推進に取り組みます。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状（R2） 目標値(R7)

全国学力・学習状況調査（または県基礎学力調査）で「授業で
は、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいた
と思う」と回答した児童生徒の割合

小学校 ８１.２％
　　(R1) ９５％

中学校 ７６.９％
　　(R1) ９５％

全国学力・学習状況調査（または県基礎学力調査）で「家で自分
で計画を立てて勉強している」と回答した児童生徒の割合

小学校 ７４.７％
　　(R1) ８５％

中学校 ５３.９％
　　(R1) ７５％

県基礎学力調査で、「昼休みや放課後、学校が休みの日に、本を
読んだり借りたりするために、学校や地域の図書館に週１回以
上行く」と回答した児童生徒の割合

小学校 ４８.０％
　　(R1) ７５％

中学校 ２９.９％
　　(R1) ５０％

読書会、＊ビブリオバトル等を実施する高等学校の割合 ５１.２％
　　(R1) ６０％
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ＧＩＧＡスクール構想の実現による学びの質の向上
 ◎ 現状と課題

⃝　国においては、全ての小・中・特別支援学校（小・中学部）において、児童生徒が使用する１人１台端
末と高速大容量の通信ネットワーク環境の整備を行うことで、多様な子供たちを誰一人取り残すことな
く、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現する「＊ＧＩＧＡスクー
ル構想」を策定しました。

⃝　これを受け、本県においても、令和２年度に、全ての公立小・中・特別支援学校（小・中学部）で１人１
台端末が整備され、県立高等学校においても３クラスに１クラス分の端末を整備するとともに、教員や
児童生徒が円滑に端末を活用できるよう、高速大容量のネットワーク環境も整備したところであり、ＩＣＴ
を活用した教育環境の整備が一気に進みました。

⃝　＊ＧＩＧＡスクール構想においては、これまでの教育実践の蓄積と最先端のＩＣＴを組み合わせること
で、＊学習指導要領が示す主体的・対話的で深い学びを実現し、学習活動の一層の充実を図っていくこ
とが求められています。

⃝　「教員がＩＣＴを使って教える」授業から「児童生徒が１人１台端末を使って学ぶ」授業へと大きな転換を
図る必要があります。児童生徒の１人１台端末を効果的に活用するためには、これまで以上に全ての教員に
ＩＣＴ活用指導力が求められることから、ＩＣＴの効果的な指導法を身に付けるための研修の充実が急務と
なっています。また、ＩＣＴの効果的な活用事例を、学校及び校種を超えて蓄積し、共有することが重要です。

 ⿔ 主な取組

◆　ＩＣＴを活用した授業の推進
・　一斉学習において、画像の拡大掲示や書き込み、音声、動
画などを活用しながら、分かりやすく説明することにより子
供たちの興味・関心を高めるなど、ＩＣＴを効果的に活用した
指導方法の工夫・改善に取り組みます。

・　個別学習において、子供たちが、インターネットやデジタル
教材を用いて、自らの疑問について深く調べることや自分に
合った進度で学習すること、更には一人一人の学習履歴を把
握することなど、個々の理解や関心の程度に応じた学びの実
現に取り組みます。

・　協働学習において、タブレット端末や大型提示装置などを用
いて、子供同士による意見交換、発表など双方向型の協働的な
活動の充実を図り、思考力・判断力・表現力の育成に努めます。 タブレット端末を用いた授業

1人1台端末を使って学ぶ授業

施策の方針 2-2
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・　国において、教師の対面指導と、海外の学校と接続し英語での交流学習を行うなどの遠隔授業等
を組み合わせた授業づくりなどが検討されており、国の動向を注視しつつ、研究していきます。

・　国において、学習者用デジタル教科書・教材の普及促進等が検討されており、今後、国の動向に注
視しつつ、実証事業を通して、教育効果や課題を把握していきます。

・　＊ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、＊ＧＩＧＡスクールサポーター等により学校を支援します。

◆　教員のＩＣＴ活用指導力の向上
・　教員のＩＣＴ活用指導力の更なる向上を図るため、特に校内研修を充実していく必要があります。こ
のため、学校トップの意識改革を図るための管理職向けの研修や、各学校での校内研修を企画・実行
する教員である推進リーダーを対象とした研修を実施します。

・　各学校では、推進リーダーが中心となって校内研修を行うことで、教員の指導力向上を図ります。

・　各校の校内研修をバックアップするため、新たに県教
員総合研修センターに「＊ＧＩＧＡスクールサポート課」を
設置し、指導主事が学校へ出向き、学校のニーズに応じた
出前型の研修を実施するなど各学校をサポートします。

・　ＩＣＴを効果的に活用した指導法を県内の学校に普及
するため、小・中・高等学校及び特別支援学校のそれぞ
れでモデル校を指定し、優れた授業動画の作成・配信を
通して、教員の指導力向上につなげます。

◆　情報活用能力の育成【再掲】
（施策の方針２－１「確かな学力の育成」に記載）

◆　臨時休業時におけるオンライン学習による学びの保障【後掲】
（施策の方針４－１「新型コロナウイルス感染症と共生していく学校運営」に記載）

◆　ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境等の整備【後掲】
（施策の方針４－７「教育環境の整備・充実」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

授業中にＩＣＴを活用して指導することができる教員の割合（文部科学省調査） ７１.７％
　　(R1) １００％

児童生徒のＩＣＴ活用を指導することができる教員の割合（文部科学省調査） ７４.１％
　　(R1) １００％

学校のニーズに応じた出前型の研修
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コミュニケーション能力など
実社会で必要とされる資質・能力の育成

 ◎ 現状と課題

⃝　子供たちは気の合う限られた集団の中でのみコミュニケーションをとる傾向が見られ、また、コミュ
ニケーションをとっているつもりが、実際は自分の思いを一方的に伝えているに過ぎない場合が多いこ
となどが指摘されています。

⃝　県内企業において、若手社員の早期離職理由として、「上司や同僚との人間関係」が最も多く挙げら
れており、「上司・部下間でのコミュニケーションの推進」が課題であるとする企業が最も多くなってい
ます。こうしたことから、学校においても、様々な機会を捉えてコミュニケーション能力を育成する必要
があります。

⃝　公職選挙法が改正され、平成２８年から選挙権年齢が満１８歳以上に引き下げられたことを契機に、
高等学校等において、国家・社会の形成者としての資質や能力を育むことが求められています。生徒が
有権者として自らの判断で権利を行使できるよう主権者として社会に参画する力の育成が必要とされて
います。

⃝　民法改正により、令和４年４月から成年年齢が１８歳に引き下げられることを踏まえ、契約に関する基
本的な考え方や責任について理解するとともに、主体的に判断し、責任を持って行動できる能力を育む
必要があるとされています。

 ⿔ 主な取組

◆　集団や社会の一員としてのコミュニケーション能力の育成
・　コミュニケーション能力の育成のために、自分とは異なる他者の
意見や考え方を認識し理解する活動や、対話やディスカッションな
どの言語活動の充実を図ります。

・　他者と協働しながら主体的に課題を解決することができるよう、
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行い、コミュ
ニケーション能力の一層の向上を図ります。

◆　主権者として社会に参画する力の育成
・　国が作成した副教材を活用し、公民の授業、総合的な探究の時
間、特別活動などにおいて、政治や選挙の意義、選挙の具体的な仕
組みについて理解させるとともに、各教科も含め、話し合いや討論を 高校生向け主権者教育の副教材

（総務省・文部科学省）

施策の方針 2-3
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取り入れた学習を進め、現実社会の諸課題を見出し協働的に追究し解決する力や、公共的な事柄に自
ら参画しようとする意欲や態度を育みます。

・　生徒が有権者としての判断を適切に行うことができるよう、公民等の授業において、現実の具体的
な政治的事象を題材として取り上げるとともに、模擬選挙や模擬議会など具体的・実践的な活動を取
り入れます。

・　生徒による政治的活動等に関して指導するにあたっては、学校としての方針を保護者やＰＴＡ等に
十分説明し、共有すること等を通じ、家庭や地域の関係団体等との連携・協力を図ります。

◆　消費者教育の推進
・　児童生徒が消費者の権利と責任について理解するとともに、
主体的に判断し責任を持って行動できるようにするため、小・
中・高等学校の社会科、公民科、家庭科などの教科等を中心
に、児童生徒の発達段階を踏まえ、消費者教育を推進します。

・　成年年齢が１８歳に引き下げられることを踏まえ、小中学校で
は、個人や企業の経済活動における役割と責任、買い物や売買契
約の仕組み、計画的な金銭管理など、自立した消費者としての責
任ある消費行動についての学習活動を充実します。
　　また、高等学校では、消費者教育教材「社会への扉」を活用
した授業を実施し、契約に関する基本的な考え方や契約に伴
う責任を理解し、身近な契約等を通じて、社会において消費者
として主体的に判断し責任を持って行動できる能力を育みま
す。

◆　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進【再掲】
（施策の方針２－１「確かな学力の育成」に記載）

◆　情報活用能力の育成【再掲】
（施策の方針２－１「確かな学力の育成」に記載）

高校生向けの消費者教育教材「社会への扉」
（消費者庁）

基
本
目
標
２
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キャリア教育・職業教育の充実
 ◎ 現状と課題

⃝　近年、若年層の離職率は横ばいで推移しており、＊若年無業者やフリーターについては若干減少傾向
にあるが依然予断を許さない状況であることから、児童生徒が学校での学びと実社会との結び付きを
意識し、主体的に進路を選択できる能力を高め、望ましい勤労観や職業観を育むことができるよう、発
達の段階に応じた＊キャリア教育が求められています。

⃝　本県ではこれまで、特別活動を要としつつ、各教科や総合的な学習の時間など、学校の教育活動全体
を通して、＊キャリア教育に取り組むとともに、職場体験や就業体験（インターンシップ）などを通して、
望ましい勤労観・職業観を育んできました。
　　また、専門高等学校等では、資格・検定試験の積極的な取得や長期型企業実習（デュアルシステム）
の実施などを通して、実践的な産業教育を行ってきました。

⃝　産業界では、生産工程の高度化への対応、技能レベルでの国際競争力の維持・強化、多能工の育成等
が課題となっており、ものづくり人材の育成に向け、地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学
習活動を積極的に取り入れることが求められています。

⃝　本県においては、２０２５年には約２万３千人の介護職員が必要とされており、介護・福祉人材の確
保・育成が課題となっています。

 ⿔ 主な取組

◆　発達の段階に応じたキャリア教育の推進
・　自分の将来に必要な能力や資質を身に付けることができるよう、各学校において、学校と家庭・地
域・産業界等との連携のもと、発達の段階に応じた体系的な＊キャリア教育を計画的・組織的に実施
し、子供たち一人一人の社会的・職業的自立を図ります。

・　小学校から高等学校までの１２年間を通して「＊キャリア・パスポート」を活用し、学校、家庭及び地
域における学習や生活の見通しを立て、学んだことを振り返りながら、新たな学習や生活への意欲に
つなげたり、将来の生き方を考えたりする活動を行うことで＊キャリア教育の充実を図ります。

・　高校生が、日本が誇るものづくり産業の魅力を知るとともに、企業経営者の情熱や生き方、グロー
バルなものの見方に触れ、将来の夢の実現に向けた意欲を高める機会となるよう、県内に拠点を有し
世界的規模で活躍する企業のトップの講演会を開催します。

・　職業学科の専門科目では、「学力スタンダード」を基に、各専門分野の職業に必要な能力と、その習
得に必要な学習内容・学習方法を明確にして授業を実施します。

施策の方針 2-4
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◆　職場体験、インターンシップ等の体験活動の充実
・　小中学校においては、地域における職場見学や職場体験等の体験活動を充実することにより、社会や職業
に対する関心と理解を深め、自分の将来を意識させるとともに、望ましい勤労観や職業観を育みます。

・　高等学校においては、全ての全日制高等学校においてインターンシップを実施するとともに、農業・
工業・商業の専門高校においては、長期型企業実習（デュアルシステム）を実施するなど、望ましい勤
労観や職業観の涵養とともに、自ら進路を選択する能力や社会人としてのコミュニケーション能力等
の育成を図ります。

◆　時代のニーズに応じた職業教育の充実
・　県内の先進的なものづくり企業の協力を得て、工業科教員を対象に、工場現場における、ＡＩ・＊ＩｏＴを
活用した生産性の向上や、製品開発の状況を学ぶ研修を実施し、教員の指導力の向上を図ります。

・　職業に関する専門学科及び総合学科が地元企業等と連携協力して、石川の食、ものづくり、くらし・
経済を支える将来の専門的職業人となりうる人材を育成するとともに、新規高卒者の専門分野への
就職促進や、早期離職防止に向けた意識の醸成を図ります。

・　いしかわ産業教育フェアを開催し、各学校の学習成果や研究成果の発表、オリジナル商品の販売、
各種コンテンツなどの競技会や小中学生の体験ブースなど内容の充実を図り、本県ならではの産業教
育の魅力を発信するとともに、専門高校等における産業教育のさらなる充実につなげます。

・　介護・福祉の仕事のやりがいや大切さについて、小・中・高校生の理解を深めるため、介護・福祉施
設職員による学校訪問や、児童生徒の職場体験などに積極的に取り組みます。

◆　県内の企業等と連携したキャリア教育の推進【再掲】
（施策の方針１－２「地域の活性化に貢献できる人材の育成」に記載）

◆　産業構造や技術革新に対応できる高等学校の環境整備【後掲】
（施策の方針４－７「教育環境の整備・充実」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

県立全日制高等学校在学中にインターンシップ等に参加した生徒の割合 ６５.３％
　　(R1) ８０％

いしかわ産業教育フェア
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幼児教育の充実
 ◎ 現状と課題

⃝　幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼稚園・保育所・認定こど
も園、小学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果たし、連携・協力して、幼児教育の充実を図る必要があ
ります。　

⃝　アメリカの経済学者の研究によって、幼児期における教育は、その後の人生に大きな影響を与えるも
のであり、また、学力検査によって測定される「認知能力」だけでなく、忍耐力、やる気、協調性といった
「非認知能力」を高めることが重要であると言われています。　　

⃝　平成２７年４月には「子ども・子育て支援新制度」が施行され、本県においては、幼稚園や保育所から
認定こども園に移行する施設が増え、就学前の子供のための施設の構成が大きく変わってきています。
幼稚園・保育所・認定こども園には、いずれの施設においても質の高い幼児教育・保育・子育て支援の
提供が求められています。

⃝　小学校入学の前後で生活環境が大きく変化する中、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校の連携の
もと、幼児が生活の変化に対応していけるようなカリキュラムの編成などが求められています。

 ⿔ 主な取組

◆　幼児期の特性を踏まえた教育の推進
・　幼児の主体的な活動が十分確保されるよう、幼児理解に基づき幼児が好奇心や探究心をもって関
われる環境づくりを推進します。

・　集団生活を通して気持ちや行動の調整、粘り強さ等を育みながら、幼児一人一人の望ましい発達を
促すため、研究協議会の実施等を通して、幼児との関わり方や指導方法を工夫・改善します。

◆　幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との連携強化
・　幼稚園・保育所・認定こども園での幼児教育と、小学校教育の独自性と連続性について相互理解を
深め、円滑な接続を図ります。

・　幼児と児童の交流の機会を充実するとともに、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との意見交
換や合同の研究の機会を設けるなど、連携の強化を推進します。

・　幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るため、幼稚園等では、就学前の幼児が小学校の生活や
学習に対応できるよう教育課程の編成や指導方法を工夫するとともに、小学校では、全ての教科等に
おいて幼児教育との接続を意識した教育課程の編成や、幼児教育の特色を生かした総合的な指導方
法を取り入れるなど、スタートカリキュラムの編成を工夫します。

施策の方針 2-5
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◆　幼稚園教諭・保育士・保育教諭の研修の充実
　幼児教育及び保育の質の向上を図るため、幼稚園教諭・保育士・保育教諭に対する研修を実施する
とともに、現場へのアドバイザー派遣により、課題解決に向けた助言を行うなど、幼稚園・保育所・認
定こども園における職員の資質・専門性の向上に向けた取組を支援します。特に、本県では、幼稚園
や保育所から認定こども園への移行が進んでいることを踏まえ、認定こども園の保育教諭を対象とし
たキャリアステージに応じた研修の実施に取り組みます。

◆　乳幼児教育・保育実践に係る研究活動の支援
　石川県保育研究大会を開催し、研究発表やテーマ別に保育実践に関する討議を実施します。
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特別支援教育の充実
 ◎ 現状と課題

⃝　国においては、障害者差別解消法の施行、障害者総合支援法、児童福祉法及び障害者雇用促進法の
改正など障害者の人権を擁護し、向上させるための法整備が進められたほか、本県においては石川県手
話言語条例や共生社会づくり条例を制定したところであり、「障害者プラン２０１９」も踏まえ、障害の
ある子供とない子供が可能な限り、共に活動し、共に学ぶことを追求するとともに、障害のある子供た
ちがその能力や特性に応じた指導・支援を受けられる「多様な学びの場」を用意する＊インクルーシブ
教育の推進や、障害のある児童生徒の自立と社会参加が求められています。　

⃝　近年、本県の特別支援教育対象の児童生徒数は増加傾向にあり、これまで以上に、障害のある児童
生徒一人一人の教育的ニーズに対応した適切な支援が求められています。このため、きめ細かな質の高
い指導・支援の充実と＊個別の教育支援計画等を効果的に活用した連続性のある一貫した教育支援体
制の整備が必要となっています。　　

⃝　特別支援学校においては、地域の専門家との連携やＩＣＴ等を活用した授業改善など、学校全体の専
門性の向上と地域の特別支援教育の＊センター的機能の一層の強化が求められています。また、近年、
高等部において、一般就労を希望する生徒の就労率は高水準を維持しており、生徒全体の一般就労率
についても徐々に増加している状況にあります。今後も、地域と連携した＊職業教育・就労支援の充実を
図っていくことが求められています。　

⃝　＊通級指導教室や＊特別支援学級に在籍する児童生徒の増加に伴い、担当する教員の専門性の確保や
指導・支援の継続性が課題となっています。

 ⿔ 主な取組

◆　インクルーシブ教育システムの構築
・　将来の共に支え合う共生社会の実現に向けて、全ての学校・教員の適切な障害者理解を基盤とし
て、児童生徒の相互理解や豊かな人間性を育むため、障害のある子供とない子供が共に活動し、共に
学び合う交流及び共同学習などを積極的に行っていきます。

・　児童生徒に対して手話講座や障害者による講演等を通じて、同じ社会に生きる人間として、お互い
に正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶことができるよう、障害に
対する適切な知識を学ぶ機会の提供に努めます。

・　障害のある子供とない子供が、それぞれに授業内容が分かり、学ぶ喜びや充実感を実感できるよ
う、視覚教材の活用や、見通しを持てるように授業予定の視覚化などの授業の＊ユニバーサルデザイ
ン化を推進するとともに、障害のある子供一人一人への合理的配慮の提供を行います。

施策の方針 2-6
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◆　特別支援学校の教育・機能の充実
・　障害のある子供一人一人の将来の自立と社会参加を目指し、地域の医療・福祉機関等と連携した
　＊個別の教育支援計画を作成・活用し、小学部から高等部までの連続性のある一貫教育を実施しま
す。また、＊医療的ケアが必要な児童生徒に対して、指導医等が巡回して看護師や担当教員に指導・助
言し、安心安全に学校生活を送ることができるよう校内支援体制を整えます。

・　地域の外部人材（理学療法士、作業療法士等）や各分野の専門家との連携を深め、自立活動等の指
導方法の工夫・改善、教材や教具の活用と開発に取り組むとともに、複数の障害種に対応した教員の
専門性と授業実践力の向上を図ります。

・　障害のある子供にとっては、一人一人の教育的ニーズに応じてＩＣＴを活用することで、学習面や生
活面における様々な困難を取り除いたり、減らしたりすることが期待できることから、そうした子供た
ちの可能性を広げるため、一層のＩＣＴの活用を推進します。

・　地域のハローワーク及び企業との連携・協力のもとに、生徒の可能性を伸ばす新たな職種と職場実
習先の開拓に取り組むとともに、一般就労を目指す生徒に対して、一層の技能の向上と定着を図るた
め、「いしかわ版特別支援学校技能検定」に「プレミアム部門」を創設するなど、その充実を図ります。
また、農業分野への就労先開拓に取り組むほか、特別支援学校卒業生を対象とした＊トライアル雇用
を実施するなど、＊職業教育の充実と高等部生徒全体の一般就労率の向上に努めます。

・　地域の特別支援教育の拠点として、小中学校等の教育的ニーズに応じた相談支援や授業支援を行
う機能を強化するため、専門相談員の専門性の維持・向上と、新たな専門相談員の育成に努めるとと
もに、地域内の小中学校や高等学校及び関係機関等とのネットワークづくりを行います。

◆　いしかわ特別支援学校及び明和特別支援学校の教育環境の向上
・　いしかわ特別支援学校と明和特別支援学校の知的障害教育部門の児童生徒数が近年、大きく増加
してきており、今後も増加が見込まれ、教室不足による教育環境の悪化が懸念されます。このため、教
育環境の向上に向け、いしかわ特別支援学校（知的障害教育部門）については、金沢向陽高等学校の
敷地内に、令和７年度開校を目指し新校舎を建設し、高等部を現校舎から移転することとします。
　　また、移転後は、隣接する金沢向陽高等学校との間で、日常的に両校の生徒同士の交流を図る
＊インクルーシブ教育の展開を目指していきます。

いしかわ版特別支援学校技能検定 農業法人での実習
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・　明和特別支援学校（知的障害教育部門）については、現在の通学エリアのうち、いしかわ特別支援
学校に近い一定のエリアを、いしかわ特別支援学校の通学エリアに変更し、教育環境の向上を図りま
す。

◆　小中学校等における障害のある児童生徒への指導・支援の充実
・　全ての小中学校において、特別支援教育を学校運営計画等に位置づけ、学校全体の理解と協力のも
とに、＊通級指導教室及び＊特別支援学級における個別の指導計画に基づく授業改善と評価を実施し
ます。また、保護者や関係機関等と連携した＊個別の教育支援計画の効果的な活用や、学年・校種間の
引継ぎの実施などによる切れ目ない指導・支援を行います。

・　障害のある子供たちがその能力・特性に応じた教育が受けられるよう、市町の就学支援への適切な
指導・助言に努めるとともに、障害のある子供に対する教育支援連絡協議会の開催や巡回教育相談
の実施等により、市町における早期からの教育相談や就学支援の充実を図ります。

・　＊特別支援学級及び＊通級指導教室の担当教員には、実際に指導に当たるうえで必要な、障害の特
性等に応じた指導方法、自立活動の授業づくり等に関する幅広い知識・技能の習得が求められること
から、専門性と指導力の向上を図るため、担当教員の研修を充実します。

 ✿ 達成目標
項　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

特別支援学校高等部の新卒生徒のうち一般就労した生徒の割合 ３４.９％
　　(R1) ４０％

特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率 ７５.３％
　　(R1) １００％
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特別な教育的支援が必要な児童生徒に対する
サポートの充実

 ◎ 現状と課題

⃝　令和２年度の本県の実態調査によると、＊発達障害を含め、学習面、行動面等で特別な教育的支援を
必要とする児童生徒の割合は、小中学校で約５．４％、高等学校で約１．６％となっています。

⃝　本県では、全ての公立幼稚園・小・中・高等学校において、＊校内委員会の設置や＊特別支援教育コー
ディネーターの指名により、特別な教育的支援を必要とする幼児や児童生徒に対して組織的な対応を
行っていますが、近年、いじめや不登校等が絡んだ複雑な事例も散見されることから、校内支援体制の
充実や教員の＊発達障害等に対する専門性の向上が求められています。

⃝　令和２年度の本県における＊個別の教育支援計画の作成率は、小中学校では約７９％、高等学校では
約９３％となっています。特別な教育的支援を必要とする児童生徒への指導・支援の充実のため、更に
＊個別の教育支援計画の作成率の向上と活用を図る必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　小・中・高等学校における支援体制の充実
・　生徒指導や教育相談等との連携により、＊校内委員会の機能強化を図るとともに、会議の計画的な
開催や効率化、＊特別支援教育コーディネーターの複数指名、学年・校種間の支援の引継ぎに努めま
す。

・　学校の要請にもとづき、特別支援学校の専門相談員や生徒指導・＊発達障害サポートチームを派遣
するとともに、学校生活を支援する＊発達障害アドバイザー、担任と連携して学習を支援する地域サ
ポート教員や就労を支援する＊発達障害キャリアアドバイザーの定期的な巡回により、学校全体の組
織的な対応の充実を図ります。

・　特別な教育的支援が必要な児童生徒の個別の教育的ニーズに応じた指導・支援を充実するため、
＊個別の教育支援計画の作成率の向上と活用を図るとともに、校種間での確実な引継ぎを行い、切れ
目ない支援の実現に努めます。

・　小中学校において、近年、＊発達障害を対象とする＊通級指導教室で指導を受ける児童生徒や教
室数も増加していることを踏まえ、切れ目ない支援の充実を図るため、定時制高等学校においても
＊通級指導教室を設置し、障害による学習上又は生活上の困難を改善又は克服に向けた指導に務め
ます。

施策の方針 2-7
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◆　小・中・高等学校における発達障害等に対する専門性の向上
　全ての教員には、＊発達障害を含め、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の学習上又は生活上
の困難さが異なることを理解した上で、個に応じた分かりやすい指導内容や指導方法を工夫するな
ど、多様な児童生徒が在籍することを前提とした学級経営・授業づくりが求められていることから、そ
うした児童生徒に対する指導・支援の充実を図るため、基本研修をはじめ、今日的課題や学校のニー
ズを踏まえた専門研修を実施します。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

小・中・高等学校の通常の学級において、特別な支援を必要と判断された全
ての児童生徒に対して＊個別の教育支援計画を作成した割合 79.5％ １００％
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基本目標３　豊かな心と健やかな体を備えたしなやかでたくましい人づくりを推進します 

《 施策の方針 》
　３－１　心の教育・道徳教育の充実　
・　いしかわ版道徳教材の活用推進
・　道徳の指導方法の工夫・改善
・　学校・家庭・地域との連携による道徳教育の充実
・　豊かな心を育む読書活動の充実
・　絆を深める「心の教育」の充実
・　ボランティア活動の推進

　３－２　人権教育の推進　
・　学校教育における人権教育の推進
・　社会教育における人権教育の推進
・　教職員の人権意識の向上

　３－３　いじめ・不登校等への取組の充実　
・　いじめを見逃さない学校づくりの推進
・　生徒指導体制やカウンセリングの充実
・　インターネット等にかかる問題への対応
・　不登校を生み出さない学校づくりの推進
・　不登校児童生徒への社会的自立に向けた支援
・　チーム学校の推進【後掲】
・　非認知能力の育成【後掲】

　３－４　体験活動の充実　
・　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）などを踏まえた体験活動の推進
・　青少年教育施設を活用した体験活動の推進
・　埋蔵文化財センターにおける文化財等を活用した体験学習の推進
・　地域資源を活かした体験的な環境教育・環境学習の推進
・　ボランティア活動の推進【再掲】

　３－５　文化・芸術活動を通した豊かな感性の育成　
・　子供が伝統文化・芸術に触れる機会の充実
・　学校における文化活動の充実

　３－６　児童生徒の体力・運動能力の向上　
・　体力・運動能力調査を踏まえた取組の推進
・　運動部活動などの活性化

　３－７　学校保健の充実・食育の推進　
・　家庭や地域と連携した健康教育の推進
・　学校における食育の推進
・　薬物乱用防止教育の推進
・　子供の生活リズム向上への普及・啓発

　３－８　防災教育・安全教育の推進　
・　地域や家庭と連携した防災教育の推進
・　交通安全教育・防犯教育の推進
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豊かな心と健やかな体を備えた
しなやかでたくましい人づくりを推進します

心の教育・道徳教育の充実
 ◎ 現状と課題

⃝　本県では、教科書と併せていしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ　道徳いしかわ」の活用などに
より道徳教育の充実に取り組むとともに、保護者や地域の人々をゲストティーチャーに迎えた授業の公
開など、学校・家庭・地域が連携した道徳教育を推進しています。

⃝　小中学校における「特別の教科　道徳」の実施により、「考え、議論する道徳」の質的転換の具現化に
向け、発達の段階を踏まえた指導方法の工夫・改善が求められています。

⃝　本県では、「心の教育推進大会」の開催や、「親子の手紙」の募集、高校生ボランティアリーダーの養
成など、家庭や地域と連携しながら、子供たちの豊かな心を培う心の教育を推進しています。家庭や地
域の教育力の低下が指摘される中、親子のコミュニケーションづくりや、地域の人々が、絆を深めながら
子供たちを見守り社会全体で子供たちの成長を支援していくことが求められています。

⃝　子供の読書活動は、「子供が、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人
生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」であり、「石川県子ども読書活動
推進計画（第四次）」に基づき、社会全体での子供の読書活動の推進が求められています。

 ⿔ 主な取組

◆　いしかわ版道徳教材の活用推進
　いしかわ版道徳教材にちなんだ映像資
料集（ＤＶＤ）を活用するなど、全ての公立
小中学校で「いしかわ版道徳教材」の効果
的な活用を促進します。

いしかわ版道徳教材「ふるさとがはぐくむ　道徳いしかわ」

基本目標
3

施策の方針 3-1
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◆　道徳の指導方法の工夫・改善
　「考え、議論する道徳」の具現化に向け、主体的・対話的で深い学びの視点を取り入れた授業改善
を進め、問題解決的な学習や、道徳的行為に関する体験的な学習など、発達の段階を踏まえた効果的
かつ多様な指導方法の工夫・改善を推進します。
　高等学校における道徳教育については、教育活動全体を通じて行っており、道徳教育推進教師を中
心に、各学校の実態に応じた道徳教育を推進していきます。

◆　学校・家庭・地域との連携による道徳教育の充実
・　道徳の授業公開や、保護者や地域の人々も参加できる道徳の授業の工夫・改善などを通して、道徳
の意義について共通理解を深め、学校・家庭・地域との連携による道徳教育を充実します。

・　保護者や地域の人々をゲストティーチャーとして学校に招き、子供たちの心に響くメッセージを通し
て、子供たちの豊かな人間性を育みます。

◆　豊かな心を育む読書活動の充実
・　県立図書館において、読書への関心を高めるため、講座やワークショップ等、多彩なイベントの開
催を通して、読書活動を推進します。

・　県立図書館において、児童コーナーの図書等を充実するとともに、子供向けに絵本の読み聞かせを
行うなど、読書に親しむ機会の充実を図ります。

・　「朝の読書」などの取組を通して、子供たちの心の糧となる読書活動を推進します。　　

◆　絆を深める「心の教育」の充実
・　親子それぞれの思いを短い手紙に託し、家族のコミュニケーションを図る「親子の手紙」の募集
や、社会全体で心の教育を進める意識を高めるために開催する「心の教育推進大会」など、様々な事
業を展開し、心の教育の充実を図ります。

・　地域の人々が、子供たちと積極的に関わり、公共マナーの大切さや交通ルールの遵守等を呼びかけ
る「グッドマナーキャンペーン」を開催するほか、公民館や放課後子供教室等の活動を支援し、地域の
人々と子供たちが交流を深める機会の確保に努めます。

「親子の手紙」作品集
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◆　ボランティア活動の推進
　「高校生ボランティアリーダー養成事業」等により、
学校内外でボランティア活動の核となる高校生ボラン
ティアリーダーを養成するとともに、リーダーを中心と
した活動の輪を広げ、学校、家庭、地域、関係機関等の
協力のもとボランティア活動の推進を図ります。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

全国学力・学習状況調査（または県基礎学力調査）で
「自分には、よいところがあると思う」と回答した児童
生徒の割合

小学校 ８１.６％
　　(R1) ８５％

中学校 ７５.７％
　　(R1) ８０％

親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」の応募数 ２６,６５７人 ２９,０００人

高校生によるボランティア活動
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人権教育の推進
 ◎ 現状と課題

⃝　２１世紀は「人権の世紀」と言われています。しかしながら、女性、子供、高齢者、障害のある方などに
対する差別や、同和問題、インターネットによる人権侵害など様々な人権問題が今なお存在しており、特
に子供のいじめや虐待などが、社会的な問題となっています。

⃝　また、東日本大震災に伴う風評等に基づく人権侵害、＊性的少数者への偏見や差別、新型コロナウイル
ス感染者等への差別といった人権課題に対し、人権教育の重要性はますます高まっています。

⃝　こうした背景のもと、平成２７年に改定された「石川県人権教育・啓発行動計画」を踏まえ、学校教育
や社会教育において、人権や人権擁護に関する理解を深めるとともに、人権がもつ価値や重要性を共感
的に受け止めるような人権感覚を育成する必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　学校教育における人権教育の推進
・　児童生徒の発達段階に応じ、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間等の特質を踏まえ、
学校の教育活動全体を通じた人権教育を推進します。

・　生徒を対象とした人権教育講話や、人権教育副読本、人権教育資料などの教材を活用し、人権教育
の充実に努めます。

・　人権教育推進校における実践事例や研究成果を全校に周知することにより人権教育の改善、充実
に努めます。

◆　社会教育における人権教育の推進
・　市町の人権教育担当者や社会教育関係団体の指導者や公民館職員に対する研修を実施し、市町や
社会教育関係団体の人権意識の高揚を図ります。

・　人権啓発資料を作成し、市町や社会教育関係団体に配布するなど、人権意識の啓発に努めます。

◆　教職員の人権意識の向上
・　学校長のリーダーシップのもと、人権教育担当者を中心とした校内推進体制を確立し、全教職員の
共通理解に基づいた人権教育を推進します。

・　初任者研修、６年目教諭研修、中堅教諭等資質向上研修などの悉皆研修において、人権教育に係る
研修を実施し、教職員の人権意識の向上を図ります。

施策の方針 3-2
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いじめ・不登校等への取組の充実
 ◎ 現状と課題

⃝　本県では、「いじめ防止対策推進法」に基づき、「石川県いじめ防止基本方針」を策定し、「いじめを
見逃さない風通しのよい学校づくり」を推進してきました。積極的な認知に努めた結果、いじめの認知
件数は近年、増加傾向にあります。
　　しかし、依然として、いじめを背景とした自殺が、社会問題となっており、今後とも子供の発する小さ
なサインを見過ごすことなく、いじめの未然防止や早期発見・早期対応に向け、学校の組織的な対応を
行っていく必要があります。

⃝　スマートフォン等のインターネット接続機器の急激な普及により、ソーシャル・ネットワーキング・
サービス（ＳＮＳ）やインターネット上のトラブルやいじめなどへの対応が課題となっています。家庭で
のルール作りや＊フィルタリングの徹底など、保護者への啓発はもとより、児童生徒へのメディアリテラ
シー教育の充実が必要です。

⃝　本県における小中学校の＊不登校児童生徒数は、全国と同様に、増加傾向にあります。このため、これ
までの＊不登校児童生徒への社会的自立に向けての支援に加え、不登校を生み出さない未然防止の取
組が必要です。

 ⿔ 主な取組

◆　いじめを見逃さない学校づくりの推進
・　いじめは、「どの子供にも、どの学校でも、起こりうる」ものであることを、全教職員が十分認識す
るとともに、「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を、学校教育全体を通じて、児童生
徒一人一人に徹底します。

・　校長をトップとする「いじめ問題対策チーム」を常設し、いじめの問題に組織的に対応するととも
に、学校の要請に基づき専門的見地から助言を行う「いじめ対応アドバイザー」を派遣するなど、「い
じめを見逃さない・風通しのよい学校づくり」を推進します。

・　子供に関するトラブル解決等のノウハウを持つ弁護士が「いじめ予防教育」の出前授業を行うこと
で、児童生徒がいじめについて考える機会を増やし、未然防止を推進します。

◆　生徒指導体制やカウンセリングの充実
・　生徒指導の方針・基準に一貫性を持たせ、学校全体の協力体制の中で子どもが発する小さなサイン
を見逃すことなく把握し、情報共有・共通理解のもと組織的な校内指導体制を充実するとともに家庭
や関係機関との連携を図ります。

施策の方針 3-3
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・　専門的な知識・経験を有する＊スクールカウンセラーを全ての公立小中学校に配置し、高等学校に
おいても配置を進めるとともに、＊スクールソーシャルワーカーの派遣等により各学校への支援を積極
的に進めます。

・　教員のカウンセリング力を高めるため、カウンセリングに関する専門研修を行い、学校の相談機能
の向上を図ります。

・　管理職を対象とした、＊スクールカウンセラーの効果的な活用のための研修を行い、学校の相談体
制の強化を図ります。

・　外部専門家による研修や、連絡協議会を開催し事例研究を行うこと等を通じて、＊スクールカウンセ
ラーの資質向上を図ります。

◆　インターネット等にかかる問題への対応
・　子供たちの発達段階に応じたインターネット利用におけるメディアリテラシー教育を充実します。

・　子供たちをインターネット利用に潜む危険性から守るため、保護者をはじめとする関係者向けの
パンフレットの配布やＰＴＡ等が行う講座の開催を支援し、家庭でのルール作りや日常の見守りの大
切さ、スマートフォン等インターネット接続機器の＊フィルタリングの徹底について啓発を図ります。

◆　不登校を生み出さない学校づくりの推進
　「小中連携」など校種間連携を進め児童生徒理解を深めるとともに、学校において授業改善や生
徒主体の行事の活用などを通して、「居場所づくり」と「絆づくり」を中心に、不登校を生み出さない
学校づくりを推進し、児童生徒一人一人が活躍できる集団づくりを進めます。

◆　不登校児童生徒への社会的自立に向けた支援
・　教育支援センター（やすらぎ教室）の活動を充実させるとともに、臨床心理士会や医療機関等との
緊密な連携や、＊フリースクールとの意見交換などを通して、児童生徒・保護者に対する相談及び通室
生の社会的自立への支援を進めます。

・　不登校又は不登校傾向にある児童生徒に、石川の豊かな自然を生かした自然体験活動や集団宿泊体験
活動等を提供する、小中学生向けの「わくわく夢塾」や中高生向けの「ドリームキャンプ」を実施し、自信
や達成感、他者への信頼感などを実感させ、社会への適応力を高め、社会的自立を支援します。

・　＊不登校児童生徒の学習を支援するため、ＩＣＴを活用した指導や相談について、国の動向を注視し
つつ、研究していきます。

◆　チーム学校の推進【後掲】
（施策の方針４－４「学校の組織的な対応力の向上」に記載）

◆　非認知能力の育成【後掲】
（施策の方針６－２「家庭の教育力の向上」に記載）
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体験活動の充実
 ◎ 現状と課題

⃝　都市化、少子化の進展、地域とのつながりの希薄化、情報メディアの急速な普及などにより、子供た
ちの成長に必要な遊びや体験活動、本物を見る機会が少なくなっていることが指摘されています。

⃝　幼少期から多くの人と関わりながら、体験を積み重ねることは、「社会を生き抜く力」として必要とな
る基礎的な能力を養うという効果があり、社会で求められるコミュニケーション能力や、自立心、チャレ
ンジ精神、異なる他者と協働する能力等を育むために、様々な体験活動が求められています。

⃝　本県では、＊いしかわ子ども自然学校や海洋チャレンジプログラムの実施など、＊青少年教育施設を活
用した自然体験、宿泊体験プログラムの充実を図ってきており、引き続き、石川の豊かな自然を生かした
自然体験活動や、本物に触れる様々な体験活動を推進する必要があります。

⃝　温暖化や生物多様性の損失など地球環境の悪化が深刻化する中、人々が、自主的・積極的に環境保
全活動に取り組んでいくことが不可欠であり、特に次代を担う子供たちに対する環境教育は重要な意義
を有しています。このため、子供たちが体験活動を通じて環境保全や自然保護に対する意識を高めてい
く必要があります。

⃝　また、本県では、「能登の里山里海」が世界農業遺産に認定されており、その価値を、農林漁業体験等
を通して、子供たちにしっかり伝えていく必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）などを踏まえた体験活動の推進
　持続可能な社会の担い手を育成するため、小・中・高等学校等において、＊学習指導要領に基づき教
科等横断的に環境教育を進めるとともに、持続可能な社会づくりへの意欲等を高めるため、自然体験
活動や農林漁業体験などの推進に努めます。　

◆　青少年教育施設を活用した体験活動の推進
・　学校や少年団体等に対する、体験活動の教育的効果
の周知とあわせ、協調性の育成や、より達成感が感じら
れる体験プログラムを開発するなど、＊青少年教育施設
における活動内容の充実を図ります。

・　石川の豊かな自然の中で大自然の摂理を体験的に学
び、自然保護の大切さや思いやりの心を育むため、「＊い
しかわ子ども自然学校」や「海洋チャレンジプログラム」
などの体験プログラムを提供し、その充実を図ります。

施策の方針 3-4

いしかわ子ども自然学校
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◆　埋蔵文化財センターにおける文化財等を活用した体験学習の推進
・　埋蔵文化財センターの古代体験ひろばや県内各地の
発掘現場、学校へ出向いての考古学教室などで、子供
たちに古代の暮らしや技術を体験する機会を提供しま
す。

・　市町とも連携を図り、「＊石川まいぶん博士」に認定す
る事業を実施するなど、地域の特色ある文化財や遺跡
に触れ、ふるさとの歴史を学ぶ機会を提供します。　

◆　地域資源を活かした体験的な環境教育・環境学習の推進
・　いしかわ版里山づくりＩＳＯ制度に基づき、学校が行う森づくり活動などの里山里海保全活動の取
組を県が認証し、活動に必要な道具の貸し出しや講師の派遣などを実施するほか、いしかわ学校版
環境ＩＳＯ制度に基づき、児童生徒が主体的に環境保全に取り組めるよう、学校における活動を支援
します。

・　子供たちの自然を愛護する心や生き物に対する関心を育むため、自分たちの地域に生息するツバメの
数や巣の場所を自ら踏査する「ふるさとのツバメ総調査」を県内全ての公立小学校で実施します。

◆　ボランティア活動の推進【再掲】
（施策の方針３－１「心の教育・道徳教育の充実」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

＊青少年教育施設を活用する小中学校の割合 ８０.８％
　　(R1) １００％

「＊いしかわ子ども自然学校」参加者数 ７,６６６人
　　(R1) ８,０００人

県埋蔵文化財センター体験学習の参加者数（累計） ３０１,６４２人
　　(R1) ３９５,０００人

「いしかわ学校版環境ＩＳＯ」認定校の割合
　　※県立学校は全校認定済み

小学校 ９２.６％ １００％

中学校 ８７.１％ １００％

古代の暮らし体験
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文化・芸術活動を通した豊かな感性の育成
 ◎ 現状と課題

⃝　幼い頃から優れた文化に触れる経験は、子供の豊かな感性や創造性、文化に親しむ心を育みます。ま
た、本県ならではの特色ある文化に触れることは、子供たちにとって、ふるさと石川に対する誇りと愛着
の醸成につながります。

⃝　令和２年１０月には、日本海側初の国立美術館として国立工芸館が開館し、本県の文化の土壌に更に
厚みが加わり、その魅力が一層高まりました。さらに、令和５年度にはいしかわ百万石文化祭2023（第
３８回国民文化祭、第２３回全国障害者芸術・文化祭）が開催されることから、これまで以上に、本県の
質の高い文化の魅力を活かし、子供たちがさまざまな伝統文化・芸術を鑑賞・体験する機会の充実が求
められています。

⃝　また、子供たちが多くの時間を過ごす学校においても、身近に伝統文化や芸術文化に触れられる環境
をつくることが大切です。　　

 ⿔ 主な取組

◆　子供が伝統文化・芸術に触れる機会の充実
・　古典芸能やオーケストラなど優れた舞台芸術の鑑賞
教室のほか、邦楽、舞踊などの伝統芸能や美術などの芸
術について、各分野の第一線で活躍する先生方から手ほ
どきを受ける機会の充実に取り組みます。

・　国内で唯一の工芸専門の国立美術館である国立工芸館と周辺文化施設が連携し、全国の人間国宝
等の作品鑑賞や体験イベントを通じて、日本の本物の工芸文化に触れる機会の充実に努めます。

・　いしかわ百万石文化祭２０２３の開催を契機に、文化活動への参加気運を高め、発表の場の提供や
交流などを通じて、文化活動の活性化を図り、次代の文化の担い手の育成につなげます。

施策の方針 3-5

いしかわ伝統芸能体験教室

国立工芸館
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◆　学校における文化活動の充実
・　美術館や歴史博物館の学芸員による学校への出前
講座のほか、作品展や学園祭などの文化的行事や部活
動における公演・創作といった自主的な活動への支援
などを通じて、子供たちが優れた文化を鑑賞し、体験学
習する機会の充実に努めます。
　　また、伝統工芸・伝統芸能などに触れる機会やそれ
に携わる人との交流、製作現場での体験活動などを通
して地域の文化を継承していこうとする意欲を高めま
す。

・　演奏発表会や美術作品展等の文化芸術活動の成果を発表する機会を提供し、生徒や学校間の交流
を促進するなど、文化部活動の充実と活性化を図ります。

美術館学芸員による出前講座
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児童生徒の体力・運動能力の向上
 ◎ 現状と課題

⃝　本県の児童生徒の体力は、小学生の運動習慣づくりを目的として実施した「スポチャレいしかわ」や、
公立小・中・高等学校における「＊全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（体力・運動能力調査）の結果
を踏まえた「体力アップ１校１プラン」などの取組により、上昇傾向にあり、体力・運動能力調査において
も、全国上位に位置しています。

⃝　しかしながら、積極的に運動やスポーツに取り組む子供とそうでない子供に二極化する傾向があるな
ど、学校体育の充実や、運動部活動などの活性化はもとより、更なる運動機会の確保が求められています。

 ⿔ 主な取組

◆　体力・運動能力調査を踏まえた取組の推進
・　各学校において、体力・運動能力調査等の結果を踏
まえ、児童生徒の実態や学校の実情に即した取組（体
力アップ１校１プラン）を実践・継続することにより、児
童生徒の体力向上を図ります。

・　小学校の学級単位で種目に挑戦し、インターネットによりリアルタイムに反映する記録やランキン
グを上げる楽しさ、運動そのものの楽しさ、仲間と取り組む楽しさにより、運動への動機付けを図る
「スポチャレいしかわ」の取組を通して、本県小学生の運動習慣の定着及び体力の向上を図ります。

◆　運動部活動などの活性化
　スポーツ指導の資格や専門的な技術指導力を備えた地域のスポーツ人材を、運動部活動に派遣す
ることにより、専門的指導を求める生徒のニーズに応え、運動部活動の充実と活性化を図ります。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

運動部・地域のスポーツクラブに加入している生徒の割合
中学校 ７３.０％

　　(R1) ８０％

高等学校 ５４.０％
　　(R1) ６０％

体力・運動能力調査の５段階評価で上位２ランク（Ａ・Ｂ）の児童生徒の割合 ５４.４％
　　(R1) ６０％

施策の方針 3-6

体力・運動能力調査の結果を踏まえた取組
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学校保健の充実・食育の推進
 ◎ 現状と課題

⃝　アレルギー疾患やメンタルヘルスなど、子供たちの健康課題が多様化しており、健康観察や健康相
談、保健指導の充実に向け、全ての教職員による組織的な対応が求められています。

⃝　令和元年度の「学校保健統計調査」の結果によると、本県の児童生徒のむし歯り患率や、一人当たり
の平均むし歯数が全国平均より高い（石川県０．９０、全国０．７０）ことから、生涯にわたって健康的で
活力ある生活を送るためにも、子供たちの健康的な生活習慣の確立とあわせ、歯と口の健康づくりの一
層の推進が必要です。

⃝　栄養の偏り、朝食欠食による食習慣の乱れに起因する肥満や生活習慣病の増加等、児童生徒の健康
に関する課題の解決を図るためには、児童生徒の発達段階を考慮し、学校教育活動全体を通じて学校
における食育の組織的・計画的な推進が必要です。

⃝　「＊全国学力・学習状況調査」と「＊全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果によると、朝食摂取
と学力・体力との相関性がみられることから、朝食摂取率の向上が求められています。

⃝　死亡原因の一位であるがんについての正しい理解と、健康と命の大切さについて理解が進むよう取り
組むことが求められています。

⃝　違法薬物の乱用については、特に若年層における大麻の乱用の広がりが深刻となっており、児童生徒
が早い時期から薬物乱用の恐ろしさについて正しい知識を身に付けることが重要であることから、青少
年に対する薬物乱用防止教育の充実が求められています。

 ⿔ 主な取組

◆　家庭や地域と連携した健康教育の推進
・　各学校で学校保健計画、保健室経営計画を作成し、学校保健委員会を中心に家庭や地域の関係機
関と連携を図りながら、児童生徒の基本的な生活習慣を培うとともに、組織的な健康観察や健康相
談、保健指導の充実に取り組みます。特に、児童生徒の食物アレルギーについては、「学校における食
物アレルギー対応指針･石川県版」に基づき、教職員研修などを実施し、学校における対応の充実を図
ります。

・　子供たちのむし歯、歯肉炎の予防をはじめ、健康的な生活習慣の確立等、学校における歯科保健指
導の充実を図るとともに、地域内での歯科保健活動をより一層充実させるため、学校、行政、医療機
関等が連携したネットワークの構築を図ります。

施策の方針 3-7
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・　がん対策基本法により定められた、国の第３期がん対策推進基本計画に基づき、学校医や専門医な
ど外部講師の活用等により、健康教育の一環として、がんに関する正しい理解や、健康と命の大切さ
について主体的に考え、共に生きる社会づくりに寄与する資質・能力の育成を図ります。

◆　学校における食育の推進
・　食に関する指導の全体計画や教科等の年間指導計
画に基づいた、学校全体を通した食に関する指導の充
実に取り組み、栄養のバランスや朝食摂取などの食事
の重要性、食品を選択する能力、食物や生産者への感
謝の心などの育成を図ります。

・　地域の産物や伝統的な食文化の理解を深めるため
に、地場産物の活用を促進し、学校給食に郷土料理や
行事食などを組み合わせた献立を積極的に取り入れる
など、学校給食の充実を図るとともに、学校給食を食
育の「生きた教材」として活用します。

◆　薬物乱用防止教育の推進
　児童生徒が薬物乱用の危険性・有害性について正しい知識を身に付けるとともに、規範意識の向上
を図るため、全ての公立学校で警察官や学校薬剤師等を講師とする薬物乱用防止教室を開催するな
ど、薬物乱用防止教育を推進します。　

◆　子供の生活リズム向上への普及・啓発
　幼児を対象に、「早寝・早起き・朝ごはん」など基本的な生活習慣を見直すためのチェックカード
「げんきいっぱいカード」を配布するなど、子供の生活リズム向上についての普及・啓発に取り組みま
す。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

朝食を毎日食べる小中学校児童生徒の割合 ８７.１％
　　(R1) １００％

「げんきいっぱいカード」の目標達成者数 ８,３７２人 ８,５００人

栄養教諭による食育指導
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防災教育・安全教育の推進
 ◎ 現状と課題

⃝　東日本大震災以降の防災に対する意識の高揚や、近年の豪雨の発生による水害や土砂災害ハザード
マップの改定が進められていることをうけ、これまで以上に学校の防災体制の構築及び実践的な防災教
育の推進が求められています。

⃝　本県では、弾道ミサイルの発射やテロへの対応などの新たな危機事象への対応のため、「石川の学校
安全指針」を改定するとともに、各学校に学校防災アドバイザーを派遣し、各校の危機管理マニュアル
の点検・改善や、地域と連携した実践的な避難訓練を実施するなど、より具体的な防災教育を推進して
います。

⃝　危機管理に関する研修会の実施などを通じて、教職員の学校防災に必要な知識と実践力を養成して
おり、引き続き、学校の災害対応力向上のため、教職員の学校防災に係る指導力の育成が求められてい
ます。

⃝　本県での児童生徒の交通事故件数は減少傾向にありますが、自転車での重大事故が発生しており、今
後とも、交通安全教育を継続的に行うととともに、通学路の安全対策を講じる必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　地域や家庭と連携した防災教育の推進
　学校防災については、地域や家庭と連携した、より実
践的な避難訓練の実施や、各学校で危機管理マニュア
ルの見直しを行い、学校の危機管理体制の強化を図る
とともに、教職員を対象とした危機管理に関する研修
会の実施などを通じて、学校防災の指導力の向上を図
ります。

◆　交通安全教育・防犯教育の推進
・　市町が行う通学路の合同点検等において、通学路安全対策アドバイザーを派遣するなど、通学路の
危険箇所の対策を推進するとともに、各学校において警察や関係機関と連携した交通安全教室を実
施します。

・　各学校で警察等の関係機関と連携した、演習・実技を取り入れた防犯教室を実施し、児童生徒の危
険予知・回避能力を育成します。

施策の方針 3-8

地域と学校による合同防災訓練
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基本目標４　信頼される質の高い学校づくりを推進します

《 施策の方針 》
　４－１　新型コロナウイルス感染症と共生していく学校運営　
・　感染症への正しい理解を深める取組の推進
・　差別・いじめの根絶に向けた指導の徹底
・　外部人材等も活用した児童生徒への心のケアの実施
・　臨時休業時におけるオンライン学習による学びの保障
・　臨時休業時におけるＩＣＴを活用した保護者や地域の方々とのつながり
・　感染症対策に起因する教員の負担の軽減
・　学校施設の衛生環境の改善

　４－２　キャリアステージに応じた「いしかわ型教員研修体制」の充実
・　県教員総合研修センターによる研修の充実
・　いしかわ師範塾による指導力の向上
・　大学との連携による専門性の向上
・　体罰根絶に向けた取組の推進
・　教職員のワークライフバランスと健康の保持増進
・　教員のＩＣＴ活用指導力の向上【再掲】

　４－３　優秀な教員志望者の確保と養成　
・　優秀な教員志望者の確保
・　いしかわ師範塾の取組の充実

　４－４　学校の組織的な対応力の向上　
・　チーム学校の推進
・　マネジメント能力を高める研修の充実
・　教職員人事評価システムの充実

　４－５　多様なニーズに応える学校づくりの推進　
・　小中一貫、中高一貫教育の充実
・　定時制・通信制高等学校の充実
・　外国人児童生徒等に対する支援
・　夜間中学に係るニーズの把握
・　高等学校の特色に応じた取組の充実【再掲】

　４－６　教職員の多忙化改善の推進　
・　多忙化改善に向けた取組の推進
・　県内一斉の取組
・　教育委員会における学校・教職員に対する取組
・　学校の工夫による独自の取組
・　部活動指導における取組
・　「休日の部活動の段階的な地域移行」に向けた実践研究

　４－７　教育環境の整備・充実　
・　学校施設の長寿命化の推進
・　ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境等の整備
・　産業構造や技術革新に対応できる高等学校の環境整備
・　社会的な支援が必要な子供たちへの支援
・　学校施設の衛生環境の改善【再掲】

　４－８　建学の精神を尊重した私学の振興　
・　私立学校における教育環境の維持・向上
・　私立学校における修学上の経済的負担の軽減
・　私立学校における経営の健全性の確保
・　専修・各種学校の振興
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信頼される質の高い学校づくりを
推進します

新型コロナウイルス感染症と共生していく学校運営
 ◎ 現状と課題

⃝　令和2年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という未曾有の状況に直面し、学校現場では3月か
ら５月末までの約３ヶ月間、学校の臨時休業を余儀なくされました。

⃝　臨時休業期間中は、各学校では、学習課題の提示や電子メールでの情報提供、オンライン学習など
様々な取組を行い、学校再開後は、夏休みや土曜日の活用や６限を７限にするなどの時間割の工夫、行
事の縮減・中止により、臨時休業に伴う授業の遅れを取り戻しました。

⃝　新型コロナウイルス感染症の影響は、学習面のみならず、学校行事や部活動の大会を延期や中止せざ
るを得なくなるほか、児童生徒への心のケアや人権への配慮が必要となるなど様々な面に及んでおり、
その一つ一つに丁寧に対応しながら、学校運営に取り組んでいます。

⃝　新型コロナウイルス感染症への対応は長期になると見込まれる中、「新しい生活様式」を踏まえ、感
染のリスクをできるだけ減らしつつ、子供たちの健やかな学びを保障するための取組を進め、新型コロ
ナウイルス感染症と共生していく学校運営を行っていく必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　感染症への正しい理解を深める取組の推進
　新型コロナウイルス感染症への対応の長期化が予測されており、学校生活においては、休み時間や
登下校など教職員の目が届かないところでの児童生徒の行動が大きな感染リスクとなるため、児童生
徒が新型コロナウイルス感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動がで
きるよう、発達の段階に合わせて感染症対策に関する指導を行います。

◆　差別・いじめの根絶に向けた指導の徹底
　感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者とそ
の家族、社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別、いじめにつながるような行為
は断じて許されないという指導を徹底します。

基本目標
4

施策の方針 4-1
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◆　外部人材等も活用した児童生徒への心のケアの実施
　児童生徒の心身のストレスや不安などが懸念される場合には、児童生徒の様子を丁寧に観察し、細
心の注意を払って生徒指導を行うとともに、必要に応じて、＊スクールカウンセラー及び＊スクールソー
シャルワーカーの集中的配置等も行いながら、各家庭と連携した心のケアを行います。

◆　臨時休業時におけるオンライン学習による学びの保障
　今後、臨時休業をしなければならない事態が起こった場合には、ＩＣＴを活用したオンライン学習に
より学びを保障します。
　また、その備えとして、通信環境がない家庭に貸し出すための、ルーターやタブレットを配備すると
ともに、ＩＣＴを活用した効果的な指導ができるよう研修を通じて教員の指導力向上を図ります。

◆　臨時休業時におけるＩＣＴを活用した保護者や地域の方々とのつながり
　保護者や地域の方々が、学校に来られない場合でも、ＩＣＴを活用し会議や会合に参加できるよう
工夫に努めます。

◆　感染症対策に起因する教員の負担の軽減
　清掃や消毒作業など感染症対策により教員の事務負担の増加が見込まれる場合には、学習プリン
トの印刷・配布や、校内の清掃・消毒作業などの補助を行うスクール・サポート・スタッフの配置など
により、教員が児童生徒への授業に専念できる体制を整えます。

◆　学校施設の衛生環境の改善
　新型コロナウイルス等の感染防止対策として、トイレの洋式化及びトイレ・廊下の手洗い場の自動
水栓化を計画的に進めていきます。

感染症対策の中での学校生活
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キャリアステージに応じた
「いしかわ型教員研修体制」の充実

 ◎ 現状と課題

⃝　本県では、教員の大量退職・大量採用に伴う教員の急激な世代交代が進んでおり、本県の教育力の維
持向上のためには、ベテラン教員の指導力の継承と、若手教員をはじめとする現職教員の指導力の向上
が喫緊の課題となっています。

⃝　新規採用教員が増える中、若手教員の実践的な指導力の育成が肝要です。更に、学校を取り巻く課題
が多様化する中、教員がそれぞれの段階や立場で求められる専門性の向上も求められています。また、
子供たちの人格形成に関わる一人の人間として、教員には豊かな人間性や社会性はもとより、高い使命
感と倫理観が求められます。このため、初任者研修等の基本研修の充実をはじめ、高等教育機関と連携
した教員の指導力や専門性の向上に今後とも取り組んでいく必要があります。

⃝　ベテラン教員の大量退職を踏まえ、学校現場においては、次代の中核的リーダーとなる教員の養成が
不可欠です。本県では、学校のリーダーとして必要な能力や専門性を身に付けるための研修や県全体の
教科指導をけん引する資質・能力を身に付けるための研修を実施し、中堅教員の資質向上を図っている
ところです。

⃝　教職員の多忙化を踏まえ、平成２９年度には集合型研修の整理・統合を行い、県教育委員会各課が実
施していた研修を県教員総合研修センターに一元化し、重点化を図るなどして、研修のボリュームを削
減し、学校現場で教職員が児童生徒と向き合う時間の確保にも努めています。

⃝　県教員総合研修センターといしかわ師範塾との密接な連携より、採用前の学生から現職教員、退職
後の再任用教員まで、教員のキャリアステージに応じた質の高い研修体制を整備しています。

⃝　教員による体罰は、年々減少傾向にあるものの、依然として体罰事案が発生しており、体罰根絶に向
けた取組を徹底し、児童生徒や保護者から信頼される学校づくりを推進する必要があります。

⃝　教職員の健康の保持増進については、多忙化や業務の複雑化、困難化を背景に、本県においても全国
と同様、うつ病などの精神疾患による教職員の休職者全体に占める割合は６割前後で推移しており、休
職者数は減少傾向にあるものの、未然防止対策や職場復帰支援など、メンタルヘルス対策を推進する
必要があります。

施策の方針 4-2
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 ⿔ 主な取組

◆　県教員総合研修センターによる研修の充実
・　教員のキャリアステージに応じて身に付けるべく資質・能力を明確化した「石川県教員育成指標」
と県教員総合研修センターが実施する各種研修を結び付け、それぞれの研修の位置づけを明確にす
るとともに、指標に掲げられた資質・能力の向上を図ります。

・　教職生活の各段階で求められる専門性の基盤となる資質・能力の向上を図るため、基本研修である
初任者研修、３年目・６年目等の経年研修や職務別研修である主任等研修、管理職研修等の充実を図
ります。

・　県教員総合研修センターが実施する学校外での研修と各学校で実施する校内研修を体系的に連動
させた「若手教員早期育成プログラム」により、採用から１０年間程度で一人前の教員に育てる体制の
充実を図ります。

・　学校経営力を身に付けた人材の早期育成を図る「学校マネジメント力養成研修」や県全体の教科指
導をけん引する中核的リーダーの養成を図る「教科指導リーダー養成研修」等の組織力向上研修を引
き続き実施し、中堅教員のさらなる資質向上を図ります。

・　ライブ配信や＊オンデマンド配信による研修講座の充実を図り、集合型研修と組み合わせて実施し
ます。学校現場を離れて受講する集合型研修を精選・縮減することにより、研修参加への負担軽減を
図り、教職員の多忙化改善にもつなげます。

・　学校内において、同僚の教員とともに支え合いながら＊ＯＪＴを通じて日常的に学び合う校内研修
の充実を図るため、学校や教員の要望に応じて、県教員総合研修センターの指導主事が学校へ出向
いて行う自主研修サポートを引き続き実施します。

教科等指導研修（音楽）初任者研修

学びの交流支援室（通称「Edu･Sta（エデュ・スタ）」）ライブ配信による研修
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・　授業におけるＩＣＴの効果的な活用方法や主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善、
＊発達障害などにより指導が困難と思われる児童生徒への支援方法などの今日的課題に対応した研
修の充実を図ります。

・　学びの交流支援室（通称「Edu･Sta(エデュ･スタ)」）において、学習指導法の相談や助言、教材開発
の支援、教育情報の収集・提供を行い、教員の自主的な研修を支援します。

・　指導に課題がある教員の指導力向上を図るために、教科指導法や児童生徒理解を深める研修の充
実を図ります。

・･「若手教員早期育成プログラム」「学校マネジメント力養成研修」「教科指導リーダー養成研修」等に
ついて、その効果を検証・評価し、研修内容の不断の見直しに努めます。

◆　いしかわ師範塾による指導力の向上
・　公立学校教員採用内定者が教育公務員としての使命を自覚し、情熱を
もって教育活動に取り組むことができるよう、いしかわ師範塾による採用
前研修「ウオームアップセミナー」の充実を図ります。

・　再任用教員がこれまでの経験を生かし、自己の能力を発揮するため
に、自らの役割を再認識し、経験・知識を十分に発揮できるよう、いしか
わ師範塾による再任用教員研修の充実を図ります。

・　複数の教員が課題を共有しながら、学校の枠を越えて勤務時間外に自主
的に行う研究会等に対し、いしかわ師範塾で講師派遣などの支援を行いま
す。

◆　大学との連携による専門性の向上
・　今日的な教育課題を踏まえつつ、教員に必要とされる専門性を育成するため、大学教授から具体的
な指導助言が得られる機会を設けるなど、大学と連携・協力しながら研修の充実に努めます。

・　現職教員の教職大学院への派遣により、先端的な教育方法を踏まえた授業実践力、法学的な知見
などを踏まえた学校諸課題への対応力の向上を図ります。

◆　体罰根絶に向けた取組の推進
・　体罰や体罰につながりかねない不適切な指導を見過ごさないよう、徹底した実態把握のための調
査・検証を毎年度実施し、その結果を踏まえて、体罰を未然に防止する組織的取組や体罰が起きた場
合の早期対応・再発防止策など、体罰防止に関する取組を継続的に実施します。

・　校内研修等を通じて体罰禁止の趣旨を徹底するとともに、正しい児童生徒理解に立って信頼関係を
築き、体罰によらない指導を徹底するため、経験豊かな指導者による実践的な研修等を通じて教員の
倫理観やコミュニケーション能力の向上を図ります。
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◆　教職員のワークライフバランスと健康の保持増進
・　教職員が子供たちと信頼関係を築き、適切な教育活動を行うためには、心身ともに健康で活力に満
ちていることが重要であることから、＊ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の視点を意識させ、
効率的な校務運営や定時退校を積極的に推進し、教職員のメンタルヘルスの保持増進に努め、長時
間勤務者には医師の面接指導を実施します。

・　定期健康診断等による疾病の早期発見と早期治療、生活習慣病等の予防など、健康的なライフス
タイルの支援に努めます。

・　教職員の精神疾患の未然防止策として、メンタルヘルス相談窓口の設置や全職員を対象に＊ストレ
スチェックを実施します。また、職場復帰支援対策として、復帰に向けた職場での訓練や復帰時の勤
務負担軽減の実施に努めます。

◆　教員のＩＣＴ活用指導力の向上【再掲】
（施策の方針２－２「ＧＩＧＡスクール構想の実現による学びの質の向上」に記載）
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優秀な教員志望者の確保と養成
 ◎ 現状と課題

⃝　全国的に教員志望者が減少傾向になる中、教員の大量退職に伴い、新規に教員を大量に採用しなければ
ならない状況が続いており、教員としての資質を備えた優れた人材の確保が喫緊の課題となっています。

⃝　本県の公立学校の教員採用については、これまで、正規教員経験者への一部試験免除や民間企業で
の勤務経験者を対象とした選考区分を導入するなどの受験条件を緩和するほか、パンフレットの作成や
県内外の大学へ出向いての説明会実施に取り組んでいるところですが、ここ数年、志願者が減少傾向と
なっています。

⃝　新規採用の教員が増える中、本県の教員を目指す大学生等が、採用後、即戦力となり得るよう実践的
な指導力を採用前の段階から養成しておくことが必要です。このため、本県では、平成２５年度から「い
しかわ師範塾」を開講し、教員を志す大学生や講師を対象として実践的な研修を実施しています。

 ⿔ 主な取組
◆　優秀な教員志望者の確保
・　本県教育の魅力を伝えるために、県内外の大学
へ出向いて説明会を積極的に行うと同時に、県庁
において年末年始に帰省した学生を対象とした説
明会を開催します。

・　大学生向けに、本県教員への志望が高まるよう
若手教員の経験談や教員募集に関する内容を記載
したパンフレットを作成し、配布します。

・　高校生向けに、教員の魅力や大学等での教員免
許状取得に関する内容を記載したパンフレットを作成し、県内高等学校に配布します。

・　教員採用試験において、特別支援学校教諭の受験区分の追加や、一部の受験区分や教科で加点制
度を設けるなど、受験者の能力を生かせるような工夫を行います。

石川県が求める教師像
１　児童生徒に対する教育的愛情を有する人
２　責任感と使命感を有する人
３　豊かな教養と専門的知識を有する人
４　広く豊かな体験を持ち、指導力・実践力を有する人
５　向上心を持ち、明るさ、積極性に富む人

（令和３年度石川県公立学校教員採用候補者選考試験実施案内より）

施策の方針 4-3

大学生、高校生向けパンフレット
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◆　いしかわ師範塾の取組の充実
・　本県の教員を目指す大学生や本県の公立学校に勤務する講師が、採用前の段階においてコミュニ
ケーション力や指導力の基礎を身に付けることができるよう、「教師としての心構え」「コミュニケー
ション力の育成」「実践的指導力の養成」「教育体験の充実」を指導の４本柱とし、即戦力となり得る
人材の養成と確保に努めます。

・　きめ細かな指導による講義や模擬授業、実際の学校現場での教育活動を体験する学校実習など実
践的な研修を行うことに加え、将来の教員としての視野を広げるため、県内企業を訪問する企業体験
研修を実施するなど、講座内容の充実に努めます。

・　学生クラスでは、年間を通して開講する「標準コース」と夏季・春季休暇中に集中して開講する「短
期コース」の設定や、受講生のニーズに合わせて定員を拡充するほか、講師クラスでは、金沢と能登の
2会場で開講するとともに、土曜日に加えて平日夜間でも開講するなど、教員を目指す大学生や講師
が参加しやすい体制づくりに努めます。

・　より多くの大学生に受講してもらうために、募集案内のリー
フレットを教員養成系の学部等を有する全国の大学に配布す
るほか、県内外の大学への訪問や紹介動画を県ホームページ
に掲載するなど、広報の充実を図ります。

いしかわ師範塾プレステージ研修（学生クラス）

募集案内のリーフレット
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学校の組織的な対応力の向上
 ◎ 現状と課題

⃝　いじめや不登校、特別な教育的支援を要する児童生徒の増加、情報化の急速な進展など、学校現場に
おける課題が多様化・複雑化しており、教員個々の力量だけでは対応できない事案が増加しています。
　　このため、校長のリーダーシップの下、教職員がそれぞれの専門性を発揮し、様々な課題に組織とし
て適切に対応できる力を高めていく必要があります。

⃝　また、教職員だけではなく、専門性を持った外部人材や地域の人材の協力を得ながら、地域社会が一
体となって教育活動を進めていくことが求められています。

⃝　学校においては、時代にあった教育活動を展開するために、＊学校評議員や＊学校関係者評価等の制
度を活用して得られた意見を積極的に取り入れながら、教育課程の改善や校務分掌組織の見直し、地
域の教育資源の活用など、ＰＤＣＡサイクルによって学校のマネジメント能力を高めていく必要がありま
す。

⃝　学校が組織としての力を発揮するためには、教職員の人事評価を適切に実施し、評価結果を個々人の
適性に応じた適材適所の人事配置や処遇へ反映させ、教職員の意欲の向上や能力の開発を進めること
が大切です。

 ⿔ 主な取組

◆　チーム学校の推進
・　学習指導や生徒指導など学校が抱える課題に対して、退職教員や専門性を有する地域人材を非常
勤講師として学校に配置し、課題解決をサポートし学校の教育力の維持向上を図ります。

・　個人が作成した教材を校内で共有し、教員相互で改善を図り、学び合うことで、学校全体の指導
力向上につなげます。加えて、スマートスクールネットで他校とも共有し、良質な教材の活用を図りま
す。

・　いじめ、不登校、暴力行為などの児童生徒の生徒指導上の課題に対して、臨床心理士や専門性を有
する退職教員等を＊スクールカウンセラー、元警察官などを生徒指導サポーター、社会福祉士等を
＊スクールソーシャルワーカーとして派遣し、学校における問題行動等の未然防止、早期発見や適切な
早期対応に努めます。

・　＊コミュニティ・スクールの導入など学校が保護者や地域住民等と教育目標を共有し、その理解・協
力を得ながら学校運営を行うことができる体制づくりに努めます。

施策の方針 4-4
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◆　マネジメント能力を高める研修の充実
・　校長をはじめとする管理職の学校マネジメント能力を高めるため、危機管理や人事管理などの専門
知識や教養等を身に付ける研修を実施するとともに、生徒・保護者・地域のニーズや学校組織の特徴
を踏まえた具体的な学校改善の専門的知識等を身に付ける研修を実施します。

・　企業経営者の講演を通して組織のマネジメント手法を学ぶなど、教職員のチーム力を高める研修を
実施します。

・　将来、管理職として活躍することが期待される教員に、マネジメント能力を計画的に育成するため
に、キャリアステージに応じた段階的な研修機会を提供し、人材育成に取り組みます。

◆　教職員人事評価システムの充実
・　教職員の職務遂行や勤務実績をより客観的に把握・評価し、適切に処遇へ反映します。また、教職
員の目標設定や評価の過程における面談等を通じ、組織内のコミュニケーションの充実、学校運営へ
の参画意識の向上を図ります。

・　人事評価の項目は、例えば、教職員の働き方や業務改善の意識に関する視点を付加するなど、適
時、社会の変化に応じて見直しを行います。
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多様なニーズに応える学校づくりの推進
 ◎ 現状と課題

⃝　市町において、義務教育段階を通しての計画的・継続的な学力・学習意欲の向上やいわゆる「＊中１
ギャップ」の解消等に向けて、小中連携の教育活動を取り入れた学校づくりに積極的に取り組んでいま
す。学校教育法により、小中一貫教育が制度化されたことから、小中連携・一貫教育に向けた市町の取
組に対して必要な支援を行っていく必要があります。

⃝　平成１６年度に設置した＊併設型中高一貫教育校においては、特色ある教育課程に基づき、６年間の継
続的・計画的な教育活動を展開することにより、＊確かな学力、コミュニケーション能力、豊かな人間性
等を育み、生徒の個性や才能の伸長を図っています。

⃝　高等学校段階での教育については、中学校を卒業した生徒の約９９％が高等学校等へ進学している
状況の中で、生徒の能力や適性、興味関心は多様化しており、生徒の学習ニーズや進路希望等に対応し
た教育を受けられる学校づくりが求められています。

⃝　日本語指導の必要な児童生徒が増加傾向にあり、学校生活に円滑に適応できるよう、日本語指導等
の支援が求められています。

 ⿔ 主な取組

◆　小中一貫、中高一貫教育の充実
・　小中学校間の接続をより円滑に行い、いわゆる「＊中１ギャップ」を解消するために、＊小学校高学年
からの教科担任制を本格的に導入することを検討するとともに、小中学校の緊密な連携を推進し、学
習面や生徒指導面等において、継続性・連続性のある指導を行います。

・　小中連携・一貫教育に向けた市町の取組に対して、情報提供等を含めて必要な支援を行います。ま
た、「義務教育学校」を設置する際には、一体的な組織の下で地域の実情や児童生徒の実態に応じた
多様な教育実践が行われるよう支援します。

・　＊併設型中高一貫教育校においては、特色ある教育課程により論理的な思考力やコミュニケーショ
ン能力等を育み、世界や地域の持続可能な発展に貢献できる人材の育成を目指した取組を充実しま
す。また、中高一貫教育の成果と課題の検証を継続的に行い、教育内容の工夫・改善に努めます。

◆　定時制・通信制高等学校の充実
・　生徒の多様な学習目的や生活スタイルに柔軟に対応できるよう、学校間の連携や生徒の実態に応
じた指導法の工夫・改善などを通じて、教育内容の充実を図ります。また、夜間制と昼間制、定時制と
通信制の授業を組み合わせて履修することにより早期に卒業できるなどの単位制のメリットを十分
に生かしながら、生徒それぞれの実情に応じた、より効果的な高等学校教育の提供に努めます。

施策の方針 4-5
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・　定時制・通信制高校生を対象とした企業ガイダンスを充実し、就職支援の強化を図ります。

・　定時制高等学校において＊通級指導教室を設置し、障害による学習上や生活上の困難を改善又は
克服に向けた指導に努めます。

◆　外国人児童生徒等に対する支援
　外国人児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒が円滑に学校生活に適応できるよう、小中学校に
設置されている日本語指導教室における指導内容の充実に努めます。　

◆　夜間中学に係るニーズの把握
　＊夜間中学については、市町教育委員会を通じて、＊夜間中学の設置のニーズの把握に努めます。

◆　高等学校の特色に応じた取組の充実【再掲】
（施策の方針２－１「確かな学力の育成」に記載）
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教職員の多忙化改善の推進
 ◎ 現状と課題

⃝　本県では、平成２９年４月から実施している教職員勤務時間調査において、いわゆる「過労死ライン」
とされる月８０時間を超える時間外勤務を行った者が多数いるなど、教職員の多忙な勤務状況が明ら
かになっています。

⃝　こうした多忙な勤務状況を見直さなければ、教職員が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健
康を損ない、子供たちと真摯に向き合うことが出来なくなり、更には教職員を志望する優秀な人材の確
保が困難になることが危惧されます。

⃝　平成２９年８月に、教職員多忙化改善推進協議会を立ち上げ、学校現場等の意見も聴取しながら協議
を重ね、月８０時間を超える教職員ゼロを目標として、平成３０年３月、「教職員の多忙化改善に向けた
取組方針」を策定し、同年４月より、県下で足並みを揃えながら多忙化改善に向けた取組を進めてきま
した。

⃝　取組を進めた結果、小学校、中学校、全日制高等学校において、時間外勤務時間の月平均、月８０時間
超の人数の割合が、いずれも減少しており、取組の成果が一定程度現れていると考えています。

⃝　しかしながら、特に、中学校においては、月８０時間を超える時間外勤務を行なった者が多数いるな
ど、依然として多忙な勤務状況は続いており、更に深掘りした取組の継続が必要であると考え、令和２
年３月、取組方針の改定を行ったところです。

⃝　国においては、平成３１年１月に、学校における働き方に関する総合的な方策について中央教育審議
会より答申が示され､令和元年１２月には「公立の義務教育諸学校等の給与等に関する特別措置法」が
改正、翌１月には時間外勤務の上限を月４５時間、年３６０時間とする指針が告示されるなど、教職員の
多忙化改善に向けた一定の方向性が示されているところですが、多忙化の抜本的解消には、国による定
数改善が必要不可欠であり、この点については、未だ具体の計画が示されておらず、引き続き国に対して
改善を求めていく必要があります。

⃝　国が示した「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」では、令和５年以降、休日の部活動を段階的
に地域に移行していくこととしていますが、地域部活動の受け皿となる運営団体や指導者の確保、地域
部活動に要する費用負担のあり方などが課題とされています。

施策の方針 4-6
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 ⿔ 主な取組

◆　多忙化改善に向けた取組の推進
　教職員の過度な負担を軽減するとともに、教材研究・授業準備や子供たちと向き合う時間を確保す
るため、「教職員の多忙化改善に向けた取組方針」に盛り込んだ取組について、全職員に周知し意識
改革を図り、教育委員会や学校現場等の関係者が出来る限り足並みを揃えて一つ一つ着実に進め教
職員の時間外勤務の縮減に努めるとともに、あらゆる機会を通して、国に対して定数改善計画の策定
を要望していきます。

（取組方針の内容）
◇　県内一斉の取組
・　学校ごとの「定時退校日」や「最終退校時刻」、旧盆を含む期間に
連続する「学校閉庁日」を設定することや、年休の確実な取得、留守
番電話の活用など、県内一斉に取り組みます。

・　教職員の勤務時間の現状や多忙化改善に向けた取組について、
ＰＴＡ総会など様々な機会を通して、県教委作成のリーフレットを活
用するなどしながら、保護者や地域の方々に理解と協力を求めてい
きます。

◇　教育委員会における学校・教職員に対する取組
・　調査・照会や学校に作成を求める各種計画書・報告書等について、更に整理・統合及び様式等の
簡略化を進めることや、教職員の集合型研修等が増大しないよう適切に管理すること、スクール・サ
ポート・スタッフなど外部人材の拡充、＊統合型校務支援システム等のＩＣＴ環境整備などにより、教員
の事務負担を軽減し、児童・生徒への授業に注力できる体制を整えます。

・　国が示す教員の標準的な職務に基づいて、学校管理規則等を整備するなど、学校及び教員が担う
業務の明確化・適正化を図ります。

・　教員専用のＷｅｂページ（スマートスクールネット）などを活用し、良質な教材の共有化を更に進め
ます。

最終退校時刻の設定

保護者や地域の方々向けのリーフレット
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◇　学校の工夫による独自の取組
・　各学校における時間外勤務の実態、基本方針や達成目標を
十分に踏まえ、「業務改善取組事例集」を活用するなど、他校
での取組も参考にしながら、会議・校内研修や調査・連絡等の
縮減と効率化、学校行事等の工夫、ＩＣＴの活用による業務の
効率化など、各学校において具体の取組を積極的に進めます。

・　長時間勤務となっている職員の業務を他の職員に割り振っ
たり、繁忙な時期の業務の実施時期を変えたりするなど、校内
における業務の平準化を更に推進します。

◇　部活動指導における取組
・　教職員の負担軽減や教科指導等に取り組む時間の確保という観点に加え、生徒の学習面や健康面
などバランスのとれた健全な成長の確保という観点も踏まえ、本県の「運動部活動の在り方に関する
方針」「文化部活動の在り方に関する方針」に基づいて部活動指導を行います。

・　県内で統一した部活動休養日や適切な活動時間の目安を設定し、年間や月間の部活動計画を作成
することで、確実な実施を図ります。

・　＊部活動指導員の配置を順次拡充するとともに、地域スポーツや競技団体との連携により外部指導
者を確保し、練習の質的向上を図るとともに、顧問の負担軽減につなげます。

・　校内の複数の部活動による合同トレーニングや部活動数の適正化、開催する地区大会や強化大会
等の精選など、生徒及び顧問の過度な負担とならないように、各学校や団体等において、部活動運営
や大会運営等の工夫を図ります。

◆　「休日の部活動の段階的な地域移行」に向けた実践研究
　国が方針を示した令和５年度以降の「休日の部活動の段階的な地域移行」に向けて、指導者の人材
確保や保護者の費用負担などの課題について実践研究を実施します。

業務改善取組事例集
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教育環境の整備・充実
 ◎ 現状と課題

⃝　学校施設は、子供たちの学習・生活の場であると同時に、地震等の非常災害時には地域の人々の応急
避難場所となることから、吊り天井や照明などの非構造部材の耐震化を着実に実施する必要がありま
す。

⃝　昭和４０年代後半から昭和５０年代の子供の急増期に整備した学校施設は、今後、老朽化の進行が見
込まれるため、これらを計画的に改修・更新するとともに、教室への冷房整備やバリアフリー化、省エネ
ルギー化の推進など、機能や性能を向上させていく必要があります。

⃝　社会のＩＣＴ化が急速に進む中で、児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、ＩＣＴを活用した新
たな学びを推進するため、ＩＣＴ環境の整備が求められています。

⃝　子供の将来が、その生まれ育った環境によって左右されることや、貧困が世代を超えて連鎖すること
が危惧されています。このため、子供たちが家庭の経済状況等に関わらず、安心して学べるよう支援する
取組が必要です。

 ⿔ 主な取組

◆　学校施設の長寿命化の推進
　学校施設について、非構造部材の耐震化や教室の冷房整備など環境整備を着実に進めるととも
に、施設をより長く使用するため、計画的な維持管理・更新に取り組みます。

◆　ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境等の整備
　主体的・対話的で深い学びの視点からの協働型・双方向型授業の実施など授業の質の向上を目指
す上で必要となるタブレット端末や大型提示装置、デジタル教科書等のＩＣＴ機器を充実し、学習環
境の整備に努めます。

◆　産業構造や技術革新に対応できる高等学校の環境整備
　成長分野における産業振興や地域活性化の中核を担う専門人材等の養成に向け、専門性向上に必
要な産業教育設備の一層の充実に努めます。

◆　社会的な支援が必要な子供たちへの支援
・　経済的理由により、高等学校、大学等への進学が困難な者に対し、学資の貸与を行うとともに、高
校生には、就学支援金や返還義務のない給付型奨学金を支給し、修学機会の確保を図ります。

施策の方針 4-7
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・　低所得世帯の子供に対し、退職教員や大学生等のボランティアによる学習支援や日常生活習慣の
形成・社会性の育成のための支援を行います。

◆　学校施設の衛生環境の改善【再掲】
（施策の方針４－１「新型コロナウイルス感染症と共生していく学校運営」に記載）



86

第
４
章

基
本
目
標
４

建学の精神を尊重した私学の振興
 ◎ 現状と課題

⃝　私立学校は、建学の精神と独自の伝統や校風に基づき、時代の変化や生徒・保護者の教育ニーズの多
様化に対応した特色ある教育活動を展開しています。また、県内においては、高校生の約２９％、幼稚園
児の約９７％が私立の学校に在籍しており、公立学校とともに、本県における学校教育の発展に重要な
役割を果たしています。

⃝　本県教育の重要な一翼を担っている私立学校に対して、その自主性を尊重し、建学の精神に基づく特
色ある学校づくりへの支援が必要です。

 ⿔ 主な取組

◆　私立学校における教育環境の維持・向上
　私立学校の自主性を尊重し、引き続き、私立学校経常費への助成や、施設整備に対する助成などに
より、教育環境の維持・向上を図ります。

◆　私立学校における修学上の経済的負担の軽減
　私立学校の生徒等が経済的理由により修学が困難となることがないよう、就学支援金や給付型奨
学金などにより、保護者の経済的負担の軽減に努めます。

◆　私立学校における経営の健全性の確保
　私立学校経常費に対する助成のほか、関係機関や団体との連携を図り、私立学校が自ら行う経営
健全化に対する取組に対し支援します。　　　

◆　専修・各種学校の振興
　職業に必要な能力の育成や教養の向上を図る役割を担う専修・各種学校の振興を図ります。

施策の方針 4-8
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基本目標５　高等教育機関の集積を活かした「学都石川」の魅力向上を推進します

《 施策の方針 》

　５－１　高等教育機関の「学び」の環境の充実　
・　大学コンソーシアム石川と連携した多彩な学びの機会の提供
・　大学コンソーシアム石川等によるグローバル人材の育成
・　大学コンソーシアム石川と連携した学生の地元定着の促進
・　高等教育機関や国際機関との連携による学術交流の促進

　５－２　高等教育機関による「地域の活性化」の推進　
・　高等教育機関や学生による地域貢献の促進

　５－３　県立の２大学における人材育成・地域貢献の推進　
・　県立看護大学での保健・医療・福祉に関する人材育成と地域貢献
・　県立大学での人材育成と、地域ニーズに合致した研究等による地域貢献



89

高等教育機関の集積を活かした
「学都石川」の魅力向上を推進します

高等教育機関の「学び」の環境の充実
 ◎ 現状と課題

⃝　本県には大学、短期大学、高等専門学校をあわせて１９※の高等教育機関があり、人口当たりの高等
教育機関数は全国第２位、学生数は全国第３位となるなど、多くの高等教育機関が集積しています。

※放送大学石川学習センターを除く

⃝　学生や県民に多彩な学びの機会を提供するため、県内全ての高等教育機関・自治体や経済界などの
連合体である「大学コンソーシアム石川」と連携し、県民向け公開講座や高等学校への出前講座、単位
互換授業などを実施しており、グローバルな視点を持ち地域に貢献する人材育成など多彩なプログラム
を実施すると同時に、幅広い周知を図ることが必要です。

 ⿔ 主な取組

◆　大学コンソーシアム石川と連携した多彩な学びの機会の提供
　大学コンソーシアム石川と連携し、いしかわシティカレッジにおいて、大学の単位互換授業、県民向
け公開講座、高等学校への出前講座など、多彩な学びの機会を提供することで、学びの環境の充実を
図ります。

◆　大学コンソーシアム石川等によるグローバル人材の育成
　海外留学等を促進するプログラムの実施など、国際感覚を養うプログラムを提供することで、県内
高等教育機関全体の魅力向上を図るとともに、国際的に活躍することができる次世代の石川の担い
手を育成します。　

◆　大学コンソーシアム石川と連携した学生の地元定着の促進
　県内高等教育機関が行う、１・２年生等を対象とした県内企業でのインターンシップなど、地域や県
内企業の魅力発見や理解促進につながる取り組みを支援することで、県内大学生の地元定着を促進
します。

◆　高等教育機関や国際機関との連携による学術交流の促進
・　県内の高等教育機関やその研究者と国連大学サステイナビリティ高等研究所が連携して開催する
学会やシンポジウム等により、学術交流を促進します。

・　国際舞台での活躍を志す県内又は県内出身の学生を、国連本部等の国際機関に派遣し、国際的な
活動について理解を深める機会を提供します。

基本目標
5

施策の方針 5-1
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高等教育機関による「地域の活性化」の推進
 ◎ 現状と課題

⃝　高等教育機関の集積を活かし、研究者や学生の力を地域活性化につなげていくため、地域課題の解
決に取り組む大学のゼミナールや学生グループに対する支援を行っており、今後も引き続き支援すると
ともに、学生による地域活動の輪を更に広げて行くことが必要です。

⃝　県と奥能登２市２町、金沢大学、県立大学、県立看護大学、金沢星稜大学で構成する「能登キャンパ
ス構想推進協議会」（平成2２年度設立）により、能登を舞台とした研究、学生の交流や地域貢献活動の
促進を通じた、能登の活性化に取り組んでいます。

 ⿔ 主な取組

◆　高等教育機関や学生による地域貢献の促進
　地域の課題の解決に取り組む大学のゼミナールへの支援を行うなど、地域が抱える課題解決に向
け、高等教育機関の知を活かし、地域と一体となった活性化の取組を推進するとともに、地域の課題
に主体的に取り組み課題解決できる人材を育成します。

施策の方針 5-2

学生による地域活動
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県立の２大学における人材育成・地域貢献の推進
 ◎ 現状と課題

⃝　県立看護大学及び県立大学は、大学間の学生獲得競争が激化する厳しい環境のもと、教育、研究及び
地域貢献といったあらゆる面においてより高い付加価値を提供し、これまで以上に学生や県民に支持さ
れる大学となるため、平成２３年４月に１法人２大学からなる石川県公立大学法人に移行しました。　

⃝　県立看護大学では、豊かな人間性や高度な技術を備えた看護職者の育成に加え、現役の看護師に対
するキャリアアップ支援事業などに取り組んでおり、今後とも、優れた人材の育成及び地域医療の質の
向上に向けた取り組みが求められています。

⃝　県立大学では、企業、研究所等で技術者、研究者として活躍する人材の育成に加え、ルビーロマンの
品種判別技術に関する研究など、地域ニーズに合致した研究開発に取り組んでおり、今後とも、優れた
人材の育成及び産学官連携による地域課題の解決への貢献が求められています。　　　

 ⿔ 主な取組

◆　県立看護大学での保健・医療・福祉に関する人材育成と地域貢献
　看護大学については、本県の保健・医療・福祉分野を牽引する看護師・保健師・助産師を育成します。
　また、専門看護師をはじめとする看護リーダーの養成にも取り組み、地域医療の質の向上に貢献し
ます。

◆　県立大学での人材育成と、地域ニーズに合致した研究等による地域貢献
　県立大学については、農業の６次産業化やバイオ技術の活用など新たな地域ニーズに対応するた
め、カリキュラムの見直しを行いながら、農林水産業・製造業等で活躍できる人材を育成します。ま
た、産学官連携のもと、受託研究や共同研究を推進し、地域産業の発展に貢献します。

施策の方針 5-3

県立大学の実習県立看護大学の看護実習
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基本目標６　社会全体で家庭や地域の教育力の向上を推進します

《 施策の方針 》

　６－１　学校・家庭・地域が一体となって取り組む体制づくり　
・　家庭教育を支援するネットワーク構築の推進
・　地域学校協働活動の推進
・　心の教育推進協議会の体制・活動の充実

　６－２　家庭の教育力の向上　
・　親学び支援の充実
・　非認知能力の育成
・　家庭教育相談体制の充実
・　インターネット等にかかる問題への対応【再掲】
・　子供の生活リズム向上への普及・啓発【再掲】

　６－３　地域の教育力の向上　
・　放課後子ども教室や土曜学習等による地域の人々との交流・学習活動の推進
・　社会教育施設を活用した地域活動の推進
・　家庭教育を支援するネットワーク構築の推進【再掲】
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社会全体で家庭や地域の教育力の向上を
推進します

学校・家庭・地域が一体となって取り組む
体制づくり

 ◎ 現状と課題

⃝　人口の減少、家族形態の変容、ライフスタイルの多様化を背景に、人と人とのつながりが希薄化し、
家庭教育を支えてきた地域の教育力の低下が指摘されています。一方で、学校現場においても、いじめ・
不登校や特別な支援が必要な子供たちの増加など、抱える課題がより一層複雑化・困難化するととも
に、教職員の業務が増加し、長時間労働が深刻な状況になっています。このため、これまで以上に学校・
家庭・地域が一体となって教育に取り組むことが求められています。

⃝　学校を地域の拠点として、地域の人々が学校支援を通じて絆を形成し、コミュニティへの参画や地域
課題の解決を図っていく取組が進められています。こうした取組がより活発に行われるために、地域と
学校の連携が円滑に進められる体制づくりが求められています。

⃝　ＰＴＡや青少年健全育成団体等、学校・家庭・地域を代表する団体から構成される「心の教育推進協
議会」では、健全な青少年の人間形成を目指し、心の教育を推進するための様々な事業を展開してきま
したが、今後も、子供たちを取り巻く環境の変化に対応すべく、所属団体における事業への積極的な参
加と団体相互の連携を強めていく必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　家庭教育を支援するネットワーク構築の推進
　学校・社会教育関係団体・保育所・公民館・児童館・企業などが相互に連携し、それぞれのノウハウ
や持ち味を生かしてゆるやかに家庭教育を支援するネットワークの構築を図り、地域ぐるみで子供を
育てる体制づくりに取り組みます。

◆　地域学校協働活動の推進
・　授業の補助をする学習支援、登下校の安全指導、図書室や花壇の環境整備など、地域の方々によ
る、地域の実情に応じた＊地域学校協働活動の取組が一層推進されるよう取組事例を情報提供する
など市町へ働きかけていきます。

基本目標
6

施策の方針 6-1
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・　地域と学校をつなぐコーディネーターを養成するため、生涯学習センターが実施する公民館職員研
修や、健康福祉部と連携して行う放課後子ども総合プラン研修会において、学習プログラムの立案・
評価や指導員の資質向上等に関する実践的な研修の充実を図ります。

・　学校と保護者や地域の方々が、学校の目標やビジョンを共有し、学校・家庭・地域が一体となって子
供たちを育む、＊コミュニティ・スクールの導入を検討する市町に対して、期待される効果や実践事例を
情報提供するなど支援に努めます。

◆　心の教育推進協議会の体制・活動の充実
　心の教育推進協議会が実施する「グッドマナーキャンペーン」への協力団体数の増加を図るととも
に、いじめ・不登校対策事業等への所属団体からの参画を目指すことで、活動の充実に努めていきま
す。

グッドマナーキャンペーン
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家庭の教育力の向上
 ◎ 現状と課題

⃝　都市化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化により、保護者が身近な人から家庭教育に関す
る知識やノウハウを学ぶ機会が少なくなっていることから、子育てに悩みや不安を抱える保護者の孤立
化が懸念されています。加えて、生活規律や学習習慣を子供に身に付けさせることが困難な家庭の増加
や家庭内のコミュニケーション不足も指摘されており、地域社会全体による家庭教育支援の必要性が
高まっています。

⃝　小学校や中学校に入学前の子供をもつ保護者は、子供の成長に期待を膨らませる一方で、不安や悩
みを抱えがちです。本県では、こうした保護者に対する適切なアドバイスを掲載した親学びに関する冊
子を配布するとともに、学校における親学び講座の開催を支援しています。

⃝　スマートフォンやパソコンから簡単にインターネットに接続できるようになり、便利になった一方で、
ネットいじめやネット依存など、様々なトラブルが発生しています。本県では「いしかわ子ども総合条
例」に基づく＊フィルタリングの徹底をはじめ、家庭でのルール作りの大切さなど、啓発に取り組んでい
ますが、情報化が加速する中、子供や保護者に対してより一層の啓発を図っていく必要があります。

⃝　インターネット等の普及や家庭の生活様式の多様化により、子供の生活リズムの乱れが懸念されて
います。＊「早寝・早起き・朝ごはん」運動など、子供の生活リズム向上に向けた取組を引き続き進める
必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　親学び支援の充実
・　小中学校入学前の子供を持つ保護者に対して、規則正しい
生活リズムや、成長や発達段階に応じた親の役割・子供との
関わり方などを掲載した親学びに関する冊子を配布するとと
もに、県内全小中学校における親学び講座「肝心かなめの１
年生塾」の開催を支援するほか、企業に出向いて、働く保護
者等を対象とした「家庭教育出前講座」を実施するなど家庭
の教育力の向上を図ります。

・　子供を持つ保護者をはじめ、県民の皆さんに家庭教育に
対する理解を深めてもらえるよう、県内各地の家庭教育に関
する情報を伝えるテレビ番組を提供します。

施策の方針 6-2

親学び講座

親学びに関する冊子



96

第
４
章

基
本
目
標
６

◆　非認知能力の育成
　児童生徒のやり抜く力、協調性、自制心、コミュニケーション能力等の学習面における非認知能
力、いわゆる「学びの態度」を養うため、小学校低学年の保護者を対象とした啓発パンフレットを配
布するなど、発達段階に応じた「学びの態度」の育成に取り組みます。

◆　家庭教育相談体制の充実
　家庭での教育に悩みを持つ保護者の不安を緩和・解消するため、相談員による電話相談や臨床心
理士によるカウンセリングを実施します。また、相談員の養成と研修による専門性の向上など、相談体
制の充実を図ります。

◆　インターネット等にかかる問題への対応【再掲】
（施策の方針３－３「いじめ・不登校等への取組の充実」に記載）

◆　子供の生活リズム向上への普及・啓発【再掲】
（施策の方針３－７「学校保健の充実・食育の推進」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」の応募数　【再掲】 ２６,６５７人 ２９,０００人

「げんきいっぱいカード」の目標達成者数　【再掲】 ８,３７２人 ８,５００人
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地域の教育力の向上
 ◎ 現状と課題

⃝　地域は、子供たちが様々な年齢層や立場の人々と触れ合い、社会性や公共性を得ることのできる
「場」であり、その意味からも地域における教育は重要です。しかし、昨今、地域社会における人と人と
のつながりの希薄化を背景に、地域の教育力の低下が懸念されています。

⃝　本県では、放課後子ども教室や土曜学習等を通して子供たちと地域の人々との交流活動を支援してお
り、今後も、こうした取組を積極的に進めていく必要があります。

⃝　地域では、子供たちの健全育成のために公民館や社会教育関係団体などによる体験活動や学習活動
が提供されています。地域における教育活動の活性化を図るため、公民館など関係職員の質の向上を図
るとともに、＊社会教育施設のプログラムの充実を図る必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　放課後子ども教室や土曜学習等による地域の人々との交流・学習活動の推進
・　放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、地域の人々の参画を得て、子供たちが学習やス
ポーツ・文化芸術活動に取り組む放課後子ども教室や土曜学習を支援し、地域の人々との子供たちの
交流を深めるとともに、「放課後児童クラブ」とも連携を図り、子供たちが安全・安心に過ごすことが
できる居場所づくりに努めます。

・　各学校で行われている地域の人材による学校支援活動をもとに、放課後子ども教室や土曜学習等
において、地域の人材（社会教育関係団体、企業含む）や＊社会教育施設の活用促進が一層図られる
よう、事例報告会等を通して、市町へ積極的に働きかけていきます。

◆　社会教育施設を活用した地域活動の推進
・　公民館等が行う地域活動がより充実するように、生涯学習センターが実施する職員研修の内容充
実を図るとともに、優れた実践活動について適時広報していくなど、活動支援に努めます。

・　地域における子供の豊かな体験活動の機会を提供するために、県立＊青少年教育施設が行う体験
プログラムの充実を図るとともに、その教育的効果の周知啓発に努めます。　　

◆　家庭教育を支援するネットワーク構築の推進【再掲】
（施策の方針６－１「学校・家庭・地域が一体となって取り組む体制づくり」に記載）

施策の方針 6-3
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基本目標７　生涯にわたり学び続ける環境づくりを推進します

《 施策の方針 》

　７－１　生涯にわたる学習の推進　
・　多様な学習ニーズに応える講座の充実
・　全世代を通じた学びの機会の充実
・　学習成果を活かした社会参加の促進
・　生涯学習関連サービスの充実
・　生涯学習の指導者の養成・確保
・　大学コンソーシアム石川と連携した多彩な学びの機会の提供【再掲】

　７－２　社会教育の奨励・振興　
・　社会教育関係者の資質向上とネットワークづくり
・　社会教育関係団体等への支援
・　社会教育による地域づくり支援
・　学習成果を活かした社会参加の促進【再掲】

　７－３　石川の新たな「知の殿堂」としての県立図書館の整備　
・　多様な知に出会う場の創出
・　文化活動・交流の場の提供
・　石川らしさの継承・創造・発信
・　県民の知的創造活動の支援
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生涯にわたり学び続ける環境づくりを
推進します

生涯にわたる学習の推進
 ◎ 現状と課題

⃝　社会がめまぐるしく変化する中、県民一人一人が豊かな生涯を送るために必要な知識や技能はこれ
まで以上に多岐にわたり、その内容も高度化していくものと思われます。若年層から高齢者まで全ての
世代の県民が、自分らしい学びを通じて、自らの成長を実感することができるよう、より多様化・高度化
する県民の学習ニーズに適切に対応し、生涯学習に取り組む県民を支援していくことが求められていま
す。

⃝　本県では、＊県民大学校において、県民の様々な学習ニーズに応えるため、高齢者のみならず幅広い年
齢層を対象とした講座を提供しています。

 ⿔ 主な取組

◆　多様な学習ニーズに応える講座の充実
・　＊県民大学校において、県民の多様な学習ニーズに応えるため、市町、大学、民間教育機関などの
様々な機関と連携を図り、教養・文化・生活・健康など多彩な分野における学習機会の提供に努めま
す。また、現代的な課題など新しいテーマの設定や、実演、ワークショップなどの参加型学習など、講
座内容の充実に取り組みます。

・　テレビ、ラジオ、インターネット（「＊あいあいネット」）、「いしかわマナビィめーる」などの多様なメ
ディアを通じて、最新の役に立つ生涯学習に関する情報を広く県民に提供します。

◆　全世代を通じた学びの機会の充実
　親子で参加できる「ファミリー・カレッジ･in･本多の森」な
ど、子育て世代を含む若年層を対象とした講座を提供し、幅
広い年齢層における学習機会の充実を図ります。

基本目標
7

施策の方針 7-1

ファミリー・カレッジ･㏌･本多の森
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◆　学習成果を活かした社会参加の促進
　県民一人一人が学んだ成果を活かして、地域活動などに主体的に参加できるよう、市町の生涯学習
担当者や社会教育関係団体等と連携・協働した、啓発活動を進めるとともに、学習の成果を公民館な
どの＊社会教育施設や学校などで活かす機会づくりに取り組みます。

◆　生涯学習関連サービスの充実　
　より多くの県民が、学ぶことができるよう、「＊あいあいネット」（県生涯学習情報提供システム)によ
り、生涯学習センター主催講座等のインターネット動画を配信するなど、学習機会の拡充に取り組み
ます。

◆　生涯学習の指導者の養成・確保
・　生涯学習センター主催の「＊ファシリテーター養成講座」
「あすなろ悠々塾講師養成研修」等により、地域での様々な
活動や生涯学習を進める核となる指導者を養成します。

・　生涯学習に関する講師や指導者情報など「＊あいあいネッ
ト」の登録内容を充実し、地域の生涯学習の実践に役立てま
す。

◆　大学コンソーシアム石川と連携した多彩な学びの機会の提供【再掲】
（施策の方針５－１「高等教育機関の「学び」の環境の充実」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

*県民大学校修了者数（累計） １９,２０１人
(R1) ２３,０００人

「＊あいあいネット」(県生涯学習情報提供システム)年間アクセス件数 ６０,７９１件
(R1) ６５,０００件

あすなろ悠々塾
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社会教育の奨励・振興
 ◎ 現状と課題

⃝　社会教育には、県民の多様な学習ニーズに対応した学習機会の提供（人づくり）のみならず、相互学習
を通じてつながり意識などが醸成されること（つながりづくり）や県民の学びが地域課題の解決に向け
た気づきや行動を生み出す契機（地域づくり）となることが期待されています。

⃝　社会教育の専門的教育職員である社会教育主事には、そうした地域課題の解決に向けた講座（プロ
グラム）の企画・立案を行う役割が求められています。また、学校や社会教育関係者、地域人材等が連携
を進める上で、コーディネーターとしての役割も担っており、こうしたネットワークを活用した社会教育
行政の推進を図る上でも、社会教育主事の資質向上が必要です。

⃝　社会教育関係団体が持っている情報・知識やノウハウを十分に生かすためには、社会教育関係団体が
互いに連携・協働することが不可欠であり、ネットワークを広げることで相互の活動の活性化に結びつ
くことが期待されています。

 ⿔ 主な取組

◆　社会教育関係者の資質向上とネットワークづくり
・　大学や国との連携により、公民館職員及び市町の社会教育主事等を対象とした､講座や研修会等を
開催し、最新の生涯学習・社会教育を巡る動向や取組事例を市町に提供するなど、社会教育関係者の
資質向上を図ります。

・　市町に、社会教育の専門的教育職員の重要性や必要性について周知啓発し、市町職員及び公民館
職員等の＊社会教育士取得の促進を図ります。

・　各市町の社会教育主事や公民館職員、社会教育関係団体等、社会教育に関わる多様な主体が情報
交換・情報共有できる場の提供を行い、ネットワークづくりに取り組みます。

◆　社会教育関係団体等への支援
　青少年団体や女性団体をはじめとした社会教育関係団体等に対し、組織の拡充及び活動の活性化
のために必要な支援を行います。

◆　社会教育による地域づくり支援
　公民館などで開催される地域づくりに向けた学びを充実させることを通して、地域の活性化につな
げるよう、公民館や社会教育関係者に対し、地域づくりに関する先進的な事例を情報提供するなど支
援に努めます。

施策の方針 7-2
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◆　学習成果を活かした社会参加の促進【再掲】
（施策の方針７－１「生涯にわたる学習の推進」に記載）

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

＊社会教育士取得者数（累計） － １００人
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石川の新たな「知の殿堂」としての県立図書館の整備
 ◎ 現状と課題

⃝　現在の県立図書館は、昭和４１年（１９６６年）に建設されたもので、耐震基準を満たしていないうえ
老朽化・狭隘化が進んでおり、図書館としての機能が大きく制約されていることから、移転・建替し、本
県の中核図書館としての機能や施設の充実を図ることにしました。

⃝　平成２９年３月に策定した新石川県立図書館基本構想に掲げた基本コンセプト「県民の多様な文化
活動・文化交流の場として、県民に開かれた「文化立県・石川」の新たな知の殿堂」を具現化するため、
図書の貸出や閲覧などの機能に加え、公文書館機能・文化交流機能を一体的に備えるなど、県民の文化
的な活動・交流の舞台となるよう、令和４年度前半の開館に向けて新県立図書館の整備を進めておりま
す。

 ⿔ 主な取組

◆　多様な知に出会う場の創出
・　県民の多様なニーズに応えるため、図書・雑誌・資料やデータベース、デジタル化した資料などを幅
広く収集・提供し、継続的に資料の充実を図ります。

・　誰もがその日の気分や目的にあった席を見つけられるよう、館内にはくつろぎながら読書ができる
ソファ席や外の風景を眺めることができる窓際の個人席などのバリエーション豊かな閲覧席を多数
設え、多様な読書空間を提供します。また、適度な会話が可能な閲覧席、静寂な部屋やグループ活動
室を設けるなど、様々なスタイルでの環境を提供します。児童エリアでは、図書の充実に加え、子供や
その保護者も快適に過ごせるような施設とします。

・　開架３０万冊の図書のうち約７万冊については、これまでの分類を見直し、県民の興味を引く「１２
のテーマ」毎に関連する図書・資料をまとめて書架に並べます。また、多くの方々に気軽に手に取って
もらえるように、図書の置き方・見せ方に工夫を施します。

◆　文化活動・交流の場の提供
・　館内には、屋内広場や階段広場、研修室など、様々なイベントスペースを設え、県民の文化活動の発
表の場とする活動を支援します。更に、図書館や県内文化施設等の各種情報を、デジタルサイネージ
等を活用して発信するほか、連携企画展示や講演会、ワークショップを開催し、様々な企画を継続的
に実施することで、いつも何かをやっている図書館としての賑わいを創出します。

・　インターネットやソーシャルメディアなどを活用した情報発信や、蔵書検索システムを利用し他の
図書館で資料を受け取ることができる遠隔地サービス等も引き続き行っており、多くの県民の方々の
「知と情報のひろば」としての役割を担っていきます。

施策の方針 7-3　　　
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◆　石川らしさの継承・創造・発信
・　「石川県立」の図書館としての個性・特徴を形成するものとして、県内外の伝統文化及び里山里海
の生物文化多様性に関する様々な図書・資料を収集した石川コレクション（仮称）を構築していきま
す。

・　石川コレクション（仮称）を周知し、県民に限定することなく、様々な用途での利用・創造を後押し
するため、価値や稀少性の高い資料はデジタル化し、著作権処理がなされたものからインターネット
による公開を進めます。また活用事例の提案や関連したイベント等を実施していきます。

◆　県民の知的創造活動の支援
　読書と体験を一体的に提供するため、図書館内に「ものづくり」「食文化」に関する体験ができる機
能・空間を設け、ここでは、専門機関等と連携し、情報機器活用の講座など、利用するためのサポート
を行うとともに、図書館の資料を使った工作イベントや食に関する料理講習会などを行います。さら
に、児童エリアに隣接する屋外広場は、里山をイメージし、本で得た知識を基に、耕作体験や観察会
といった取組を行うこととしており、県民の知的創造活動を支援していきます。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

＊県内図書館横断検索システム年間検索件数 １７１,８００件
(R1) ２００,０００件

県立図書館における貸出冊数 １２９,１５０冊
(R1) ４００,０００冊

新石川県立図書館イメージ図
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基本目標８　ライフステージに応じたスポーツ活動を充実します

《 施策の方針 》

　８－１　生涯にわたるスポーツ活動の振興　
・　若年期から高齢期までライフステージに応じたスポーツ活動の推進
・　子供のスポーツをする機会の充実
・　女性や障害者のスポーツ活動の振興
・　地域のスポーツクラブの育成と活動支援
・　スポーツに関わる多様な人材の育成
・　スポーツ施設の整備・充実
・　スポーツに関する情報の発信

　８－２　競技スポーツの振興　
・　ジュニア選手の育成と強化
・　より高いレベルの選手の育成と強化
・　スポーツ指導者の養成と資質向上
・　競技大会の誘致・開催
・　障害者アスリートの競技力向上

　８－３　スポーツを通じた地域活性化
・　スポーツを通じた交流人口の拡大
・　県内トップスポーツチーム等との連携
・　東京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシーの活用
・　オリンピック・パラリンピック教育の推進

第
４
章
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ライフステージに応じたスポーツ活動を
充実します

生涯にわたるスポーツ活動の振興
 ◎ 現状と課題

⃝　国では、第２期スポーツ基本計画において、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とその環
境整備」を行い、その結果として成人の週１回以上のスポーツ実施率が６５％程度となることを目指すと
いう数値目標を掲げています。
　　令和２年度に本県が実施した「スポーツの実施状況等に関する県民意識調査」の結果によると、本県
の成人の週１回以上のスポーツ実施率は４９．４％と、スポーツ庁による「令和２年度スポーツの実施状
況等に関する世論調査」における全国の数値と比較して、１０ポイント程度低くなっています。この実施
率は、６０代以上の世代よりも２０〜５０代の働く世代が低くなっています。

⃝　本県では、県民の生涯にわたるスポーツ活動の振興を図るため、県民の誰もがそれぞれの体力や年
齢、技術、興味、目的に応じて、「いつでも」、「どこでも」、「いつまでも」スポーツに親しむことができ
る環境の整備に取り組んできました。
　　また、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催や、健康志向の高まりなどから、県民のスポー
ツへの関心が高まっており、この好機を捉えて県民参加のスポーツイベントの充実を図ることなどによ
り、高まったスポーツへの関心を維持拡大し、スポーツを「する」人に加え、「みる」「ささえる」人を含め
た「スポーツ参画人口」の拡大に取り組んでいくことが必要です。

⃝　令和２年度に本県が実施した「スポーツの実施状況等に関する県民意識調査」によると、男性に比べ
女性の運動習慣者の割合が低いことなどの課題に鑑み、女性のスポーツ参加を促進するための環境整
備を行う必要があります。
　　また、女性競技者や指導者等が女性アスリートの三主徴（利用可能エネルギー不足、運動性無月経、骨粗
しょう症）をはじめとする女性特有の課題に悩むことなく、健康で活躍できる環境の整備を進める必要が
あります。

⃝　障害のある人が、日頃からスポーツやレクリエーション活動に参加することは、健康の増進や生きが
いづくりの観点からも大切なことであり、スポーツを通じた共生社会の実現に取り組むことが期待され
ています。

⃝　本県では、これまで＊総合型地域スポーツクラブ（以下、「総合型クラブ」という。）を県内の１９市町
全てに少なくとも１つ設置することを目標として取り組んできましたが、令和２年１０月１日現在、１２市町
３５クラブの設立にとどまっています。しかしながら、総合型クラブの地域スポーツの担い手としての役

基本目標
8

施策の方針 8-1
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割の重要性は高まっており、引き続き、すべての市町に設置されるよう働きかけを行っていくとともに、
総合型クラブがスポーツを通じて地域の課題解決に貢献していけるよう、質の向上の支援を行っていく
必要があります。
　　また、令和４年度の公益財団法人日本スポーツ協会による総合型クラブの登録認証制度の開始に向
けて、県体育協会や県クラブ連絡協議会等の関係団体との役割分担及び連携体制等を整理し、効率
的・効果的な支援体制を構築する必要があります。

⃝　平成２０年に開設した「いしかわ総合スポーツセンター」など、県内各地のスポーツ施設は、県民の多
様なスポーツ活動の基盤として重要な役割を担っています。しかし、その多くは、建設から相当年数が
経過しており、老朽化対策や＊ユニバーサルデザインへの配慮、ＩＣＴの活用など、利用者の視点に立っ
た設備の整備や機能の充実が求められています。

⃝　施設の整備や活用と同様、様々なスポーツ情報を県民に提供することは、スポーツ振興を図る上で重
要です。本県では令和２年度に、県スポーツ情報ネットワーク「スポナビいしかわ」をリニューアルし、広
報誌「エンジョイスポーツ」の配布とともにスポーツ情報の発信に努めているところであり、今後も、関
係団体と協力し、情報の質・量を充実させると同時に、「スポナビいしかわ」の活用の周知を図る必要が
あります。

 ⿔ 主な取組

◆　若年期から高齢期までライフステージに応じたスポーツ活動の推進
・　東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催等を契機に、県民のスポーツに対する関心をさ
らに高めるために「いしかわ県民スポーツの日（毎年４月の第４日曜日）」を制定し、一年を通じてス
ポーツに親しむキックオフの日と位置づけ、県民参加型の各種イベントを通して、県民のスポーツ活
動の促進に努めます。

・　広く県民がスポーツやレクリエーション活動を楽しむ「いしかわスポーツ・レクリエーション交流大
会」の開催を通して、子供から高齢者までの幅広い年齢層が参加できるスポーツ大会や体験教室等
の充実を図ります。

いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会
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・　年代別にみてスポーツ実施率の低い２０〜５０代の働く世代において、運動習慣づくりを促進するため、
「＊いしかわスポーツマイレージ」を各種イベントの機会を捉えてＰＲするなど、さらなる活用を図ります。

・　高齢者が地域や世代を超えて交流を深めることができるスポーツ・文化の交流大会「ゆーりんピッ
ク」の開催や、全国健康福祉祭「ねんりんピック」への選手派遣を行い、高齢者の積極的な健康づくり
と生きがいづくりの高揚を図ります。

◆　子供のスポーツをする機会の充実
・　文部科学省が策定した「幼児期運動指針」やこれに基づく指導参考資料を、県内のスポーツ指導者
や幼稚園や保育園の保育者、保護者等に普及啓発し、活用を図ることで幼児期からの運動習慣づくり
を推進します。

・　県体育協会と連携して、総合型クラブやスポーツ少年団の指導者等に対して「幼児期からのアク
ティブ・チャイルド・プログラム」の普及を図り、幼児期の発達段階に応じた多様な動きを獲得できる
ような指導をできるスポーツ指導者を育成していきます。

・　スポーツ少年団活動の活性化のため、県体育協会による団員数拡大や指導者の育成・資質向上の
取組を支援します。

◆　女性や障害者のスポーツ活動の振興
・　女性が親しみやすいスポーツや、女性アスリートの三主徴、妊娠・出産等のライフイベントなど女
性競技者の選手生命に大きな影響を及ぼす課題についての啓発を図ります。

・　県障害者スポーツ大会の開催や全国障害者スポーツ大会への選手派遣をはじめ、障害のある人で
も手軽に楽しめるスポーツ教室の開催や、指導員の養成などの取組を通じて、障害者スポーツの普及
を図ります。また、障害のある人とない人が共にスポーツを行う機会を確保することにより、共生社会
の実現を図ります。

◆　地域のスポーツクラブの育成と活動支援
・　令和４年度から公益財団法人日本スポーツ協会が、総合型クラブの登録認証制度を開始すること
を踏まえ、県は、県体育協会や県クラブ連絡協議会等と連携し、総合型クラブの育成や活動を支援し
ます。

・　総合型クラブの質的な充実を促進するため、＊クラブマネジャーの養成やスキルアップを目的とした
講習会や総合型クラブと市町の担当者による協議会を開催するなど、総合型クラブの設置や運営に
対する支援を行い、休日の部活動の地域移行も見据えつつ、総合型クラブが地域スポーツの担い手と
しての役割を果たせるよう支援に努めます。

◆　スポーツに関わる多様な人材の育成 
・　地域でスポーツ指導を行う指導者を養成するための講習会を開催するとともに、公益財団法人日
本スポーツ協会公認マネジメント資格の取得を更に推奨します。
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・　スポーツ指導者の情報を集約・登録し、県民のスポーツ指導に関する派遣要請に応えるスポーツ
リーダーバンクの充実と活用を図ります。

・　市町と連携しつつ、スポーツ推進委員の人材確保や資質向上のための研修会等を実施するととも
に、活躍の場の拡大に努めます。

◆　スポーツ施設の整備・充実
・　県有のスポーツ施設については、長寿命化対策などにより、県民のスポーツ活動の基盤としての機
能の維持や充実のほか、多種多様化するスポーツに対し、年齢や性別、障害の有無にかかわらず、全
ての人々が気軽に、安全かつ快適にスポーツに参画できるよう努めます。

・　特に老朽化が進行している県立野球場については、建て替えに向けた検討を進めます。

◆　スポーツに関する情報の発信
・　県スポーツ情報ネットワーク「スポナビいしかわ」を活用して、各種スポーツ大会や研修会、講習会
の開催情報をはじめ、県内トップスポーツチームの紹介や、施設、スポーツ団体、スポーツ指導者に関
する事項など、本県のスポーツに係る幅広い情報について、分かりやすく発信していきます。

・　国際大会や全国大会で優秀な成績を収め、県民に夢や希望を与えた本県関係選手には「スポーツ
特別賞」や「スポーツ優秀賞」、長年にわたり地域スポーツの振興に貢献してきた個人、団体に対して
はそれぞれ「生涯スポーツ功労者表彰」「生涯スポーツ優良団体表彰」を贈呈し、その業績を広く発信
します。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

成人の週１回以上のスポーツ実施率 ４９.４％ ６５％

「いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会」参加者数（累計） ４１９,８２０人
(R1) ５００,０００人

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ
指導員養成講習会修了者数 ６２４人 ６９０人

＊総合型地域スポーツクラブ設置市町数 １２市町 １９市町

県立体育施設の年間利用者数 ９２０,０００人
(H30) １,０００,０００人

「スポナビいしかわ」アクセス件数（年間） ３０３,０００件
(R1) ３３０,０００件

第
４
章

基
本
目
標
８
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競技スポーツの振興
 ◎ 現状と課題

⃝　本県では「競技スポーツを推進し、本県競技力の向上を図るとともに、県民のスポーツの普及振興に
寄与する」という競技力向上基本方針のもと、選手強化や指導者養成など様々な取組を実施し、これま
でにオリンピックをはじめとした国際大会や各種の全国大会で活躍する選手を数多く輩出してきまし
た。

⃝　本県の選手やチームが世界や全国で活躍することは、県民に明るい話題を提供し、夢や感動や勇気
を与えてくれるとともに、本県のスポーツ振興にも大きな力となることから、国際大会や国民体育大会
等において優秀な成績を収めていくことが期待されています。

⃝　このため、県体育協会、各競技団体をはじめとする関係機関・団体と連携し、ジュニア選手の発掘・育
成・強化やスポーツ医・科学の活用を推進するとともに、高い指導力のある指導者の養成と確保など、
競技力向上に向けた戦略的な強化策を講じていく必要があります。

⃝　障害者スポーツの国際大会や全国大会により多くの本県関係選手が出場できるよう、県障害者ス
ポーツ協会と連携し、選手の競技力向上に取り組む必要があります。

 ⿔ 主な取組

◆　ジュニア選手の育成と強化
　有望なジュニア選手の発掘を進めるとともに、競技団体と学校運動部、ジュニアスポーツクラブ等
の相互の連携を推進し、優れた才能をもつジュニア選手に対して、県内外合宿や体力測定会、小中合
同練習会等を実施し、将来、国際大会や全国大会で活躍できるジュニア選手の育成・強化に努めま
す。

◆　より高いレベルの選手の育成と強化
・　国体強化選手に対して、県内外合宿や海外遠征などの強化事業を、また、中高生に対しては、県内外
合宿や日本トップレベルのコーチを招へいした講習会などの強化事業を計画的に実施します。
　　更に、全身持久力や最大筋力などの専門測定の結果をもとに、選手個々のトレーニング処方を作成
し、より効果的なトレーニングの実践など、スポーツ医・科学を活用した選手強化を推進します。

・　東京2020オリンピックに正式種目として加わった、スポーツクライミングや３ｘ３バスケットボール
などのアーバンスポーツは、若い世代に 対して高い訴求力を持つことから、その普及を図ることで、若
い世代におけるスポーツの裾野の拡大を図ります。

施策の方針 8-2
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◆　スポーツ指導者の養成と資質向上
　高度な専門知識や高い指導力を持つ指導者を養成・確保するため、日本トップレベルのコーチを招
へいする研修会や、先進的な指導が行われている現場への若手指導者の派遣などを実施します。
　また、「いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）」と連携して、県内での就職を希望す
る有望なアスリートと、仕事と競技の両立に理解のある企業のマッチングを行うことで、競技の継続
をサポートするとともに、競技者として引退した後も、指導者として後進の育成・強化に取り組み、安
定した競技力を確保します。
　更に県体育協会と連携を図り、指導者研修会や競技団体との個別会議を通じて、競技団体へガバ
ナンスコードの遵守を呼びかけるとともに、コンプライアンス違反や暴力、ドーピング等がないクリー
ンでフェアなスポーツの推進に努めます。

◆　競技大会の誘致・開催
　世界や日本のトップアスリートの競技を観戦することは、人々に夢や感動を与えるとともにスポー
ツを始めるきっかけをつくり、本県スポーツの裾野の拡大や競技力の向上につながることから、国際
大会や全国大会などの誘致に努めます。

◆　障害者アスリートの競技力向上
　より高いレベルをめざす障害のあるスポーツ選手とその介助者に対して、県障害者スポーツ協会と
連携して、国際大会や全国大会の出場及び中央競技団体が実施する強化合宿への参加に対する支援
を行い、競技力の向上を図ります。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

国民体育大会男女総合順位（天皇杯順位） ２０位台以内３回
　(H27〜R1) 毎年２０位台以内

全国中学校体育大会・国民体育大会（少年種別）・全国高等学校
総合体育大会における入賞数

８４.２件
(H27〜R1平均) １００件
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スポーツを通じた地域活性化
 ◎ 現状と課題

⃝　近年、スポーツの参加や観戦を目的として地域を訪れ、野外活動等を含め、地域資源とスポーツを掛
け合わせて観光を楽しむ「スポーツツーリズム」の人気が高まっており、スポーツを通じた交流人口の
拡大に取り組んでいくことが必要です。

⃝　県内を拠点に活躍するトップスポーツチーム（ツエーゲン金沢、石川ミリオンスターズ、金沢武士団、
北國銀行ハンドボール部Ｈｏｎｅｙ･Ｂｅｅ、ＰＦＵブルーキャッツ、金沢学院クラブ、ヴィンセドール白山）
の活躍は、県民に感動や勇気を与えてくれます。県は、この国内トップレベルの７チームと平成３０年度
に包括連携協定を締結し、本県スポーツの振興やスポーツを通じた地域活性化に協同して取り組んでい
ます。

⃝　東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは、本県おいて、聖火リレーや、同大会に参加する各国・
地域の事前合宿が行われることで、県民のスポーツへの関心が大いに高まることが期待されます。この
機会に創出されたレガシーを活用し、地域活性化につなげる取組が求められています。

⃝　東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催に向けた気運の醸成を図るため、オリンピック・パラ
リンピックに関する知識やスポーツの価値を学ぶ教育の推進が求められています。

 ⿔ 主な取組

◆　スポーツを通じた交流人口の拡大
・　本県では、豊かな自然、美しい里山里海の景観等を活かしたサイクリング環境の整備に取り組んで
おり、加賀から能登までの観光地や海岸線を巡る、全７ルート、総延長約９００㎞を「いしかわ里山里
海サイクリングルート」として平成２８年に認定したところであり、その活用を図っていきます。

・　県内各地で開催される、マラソンをはじめとしたスポーツ大会・イベントは、県民が「する」「みる」
「ささえる」という様々な形でスポーツに取り組む契機となることに加え、県外からの参加者が、県
内の観光地を訪れたり、食事や買い物を楽しんだりすることで地域の活性化につながっていることか
ら、「＊いしかわスポーツマイレージ」や「スポナビいしかわ」などを活用した情報発信などの支援を行
います。

施策の方針 8-3
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◆　県内トップスポーツチーム等との連携
・　トップスポーツチームの選手と子供たちや地域との交流
を図るため、親子と選手たちとの交流・体験イベント「いし
かわスポーツキッズフェスタ」や、小中学校におけるスポー
ツ教室・職業講話を実施します。

・　トップスポーツチームの観客数やクラブ会員が増加し
て支援の輪が広がるように、県は各種広報媒体を通じた
チーム活動の広報などにより、応援気運の醸成を図りま
す。

・　企業との連携を図り、これまでスポーツへの関心が低かった層を含む、より幅広い層に対して、オリン
ピック・パラリンピック競技の体験会の開催などを通じて、スポーツの魅力発信に取り組みます。

◆　東京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシーの活用
　ニュージーランドへの県内若手選手や指導者の派遣
など、事前合宿国等とのスポーツ交流や、事前合宿国が
参加するアジア・パシフィック・カヌースプリント大会の
県内での開催など、事前合宿誘致により創出された東
京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシーの活
用を図ります。

◆　オリンピック・パラリンピック教育の推進
　オリンピック・パラリンピック選手を招いた講演会や、競技体験などを通して、児童生徒のオリン
ピック・パラリンピックに対する理解と関心を高めます。

 ✿ 達成目標
項　　　　目 現　状(R2) 目標値(R7)

県内トップスポーツチームホームゲーム年間合計観客数 １５１,０００人
(H27〜R1平均) １５５,０００人

カヌー・ニュージーランド代表選手との交流
（オリパラレガシーの活用）

いしかわスポーツキッズフェスタ


